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◇厚生政策セミナー◇
国立社会保障・人口問題研究所は、内外の人口ならびに社会保障をめぐる問題について議論し、理解を
深める場として、毎年１回テーマを決めて「厚生政策セミナー」を開催している。前回までのテーマは以
下のとおりである。

第１回「福祉国家の再構築」 第２回「少子化時代を考える」
第３回「福祉国家の経済と倫理」 第４回「２１世紀の家族のかたち」
第５回「アジアと社会保障」 第６回「地球人口１００億の世紀」
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第７回厚生政策セミナー

日時：2002年11月22日（金）10：00～17：00

場所：国連大学　３階　国際会議場

主催：国立社会保障･人口問題研究所

後援：読売新聞社

◇プログラム◇

午前の部

10：00～10：05 開会挨拶

植村　尚史（国立社会保障･人口問題研究所副所長）

10：05～11：05 基調講演１「先進諸国における少子化と政策的対応」

アントニオ・ゴリーニ（ローマ大学人口学部教授）

11：05～11：15 休憩

11：15～12：15 基調講演２「ヨーロッパにおける少子化と家族政策」

ゲルダ・ネイヤー（マックスプランク人口研究所上級研究員）

12：15～14：00 昼食休憩

午後の部

パネルディスカッション

司会：勝又　幸子（国立社会保障･人口問題研究所室長）

14：00～14：20 問題提起「少子化への政策対応：何が求められているか？」

阿藤　　誠（国立社会保障･人口問題研究所長）

14：20～15：40 パート１

リズベット・クヌズセン（南デンマーク大学人口研究センター助教授）

マリーテレーズ・ルタブリエ（フランス雇用研究センター上級研究員）

アナ・カブレ（バルセロナ自治大学人口研究センター所長）

デイビット・ブラウ（ノースカロライナ大学経済学部教授）

15：40～16：00 休憩

16：00～17：00 パート２

全員による討論
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セミナー開催の主旨

「こども」の問題は、社会保障分野において高齢者対策と並ぶ重要課題である。近年、
出生率の低下と女性の労働市場への進出に伴い、少子化の要因およびその影響について多
くの研究が行われてきた。平成13年経済財政諮問会議は保育所待機児童解消を政策目標と
し、地方自治体においても、様々な待機児童解消施策がおこなわれている。しかし、日本
におけるこれらの対策はその歴史が浅いこともあり、社会がどのように「こども」のいる
世帯を政策上処遇すべきかという基本理念に立って実施されているとは言い難い。むしろ、
対処療法的、短期的効果を目標としているようにも思える。
家族政策、機会均等政策に経験と歴史のある欧米諸国において、「こども」に関する政

策はどのような理念や考え方を基礎として立案され実施されてきたのだろうか。これまで
の国際比較研究によって国によりこどもや家族を対象とする政策には大きな違いがあるこ
とがわかっている。多様な政策の背後にある「こども」に対する認識の違いや価値観の違
いを理解することによって、多角的に一国の政策とその効果を評価することが可能になる
だろう。そうした知識の蓄積によって、日本がとるべき「こども」のいる世帯に対する政
策の方向性や方法、少子化との関係をより具体的に提言していくことが可能になる。
本セミナーにおいては、「こども」に関する欧米諸外国の政策の背後にある社会的合意

や価値観を明らかにするために、先進６カ国から経済学、人口学、社会学など多分野の代
表的な専門家を招き、こどものいる世帯への政策を比較検討し、日本の今後の政策立案に
役立てたい。

討論のポイント

１　先進諸国において、合計特殊出生率が人口置換水準以下に低下したままの状況が続い
ている人口学的、社会経済学的理由は何か？

２　長期に続く少子化によって予想を超える高齢化の見通しが出てきている現状で、高齢
化問題全般への国民的関心はどう高まっているか？

３　日本では、少子化問題への政策対応において、出生率上昇を目指すべきではなく子育
て環境の改善を目指すべきとの意見が多数を占めている。国民の間における出生促進
政策（あるいは一般的に人口政策）への反応はどのようなものか？

４　少子化への政策対応としては、主として「子育ての経済的支援」と「仕事と家庭の両
立支援」が二つの大きな柱と考えられるが、その重要度に違いはあるか？

５　「子育ての経済的支援」の中心は直接現金給付としての児童手当と間接給付としての
税制優遇措置（扶養控除等）である。先進国にはこれらを一本化した国（例スウェー
デン）と併存させている国（例フランス）がある。どちらかの給付を優先させている
国には、理由があるか。また、両者併存の国には、一本化の議論があるか？

６　日本では児童手当制度拡充の提案は、厳しい財政状況下で余裕がない、少子化対策と
して効果がない、などの理由で却下されてきた。手厚い児童手当を支給している国々
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では、どのような理由でそれが支持されているのか？

７　子育て中の女性の就業、特に３歳未満児をもつ女性の就業に関して、国民世論はどの
ように考えているか？

８　（仕事と子育ての両立支援策としての）育児休業制度の期間と所得保障はどこまで充
実させることが望ましいと考えられているか？また、男性に育児休業をとらせるため
の促進策に対する意見等はどうか？

９　日本では、女性の就労希望の増大により保有サービスの供給不足が問題になり、「保
育所待機児童ゼロ作戦」等、家庭外保育サービスを充実させる対策がとられている。
保育サービスの提供はだれが行うべきか、公的なサービスはどこまで整備されるべき
だと考えられているのか。

10 比較的出生率の高い国（あるいは出生率が上昇した国）では、何が高出生率（出生率
上昇）の理由だと考えるか？家族政策は出生率に有利に働いていると評価されている
か？逆に、出生率の低い国については、家族政策を強化すれば出生率が上昇すると考
えられているのか？そうでないなら、何が出生率を上昇させると思うか。



－5－

イタリア　ローマ大学人口学部教授
人口学博士。1960年よりローマ大学で教鞭をとる。専門分野は、出生・死亡学、人口推計、高

齢化、都市化、人口移動など。1976年よりイタリア政府の人口問題審議会委員。GENUS編集委

員。人口学に関する著書多数あり。

アントニオ・ゴリーニ（Antonio Golini）

講演者のプロフィール

○基調講演者

ドイツ　マックスプランク人口研究所（現代ヨーロッパ出生率・家族動向研究室）上級
研究員、オーストリア科学アカデミー人口研究所上級研究員
博士号（政治歴史学）。近著に、「オーストリア」in Flora ＆ Bahle編『ヨーロッパの家族変容

と家族政策』（近刊）、「ジェンダーと福祉国家」in Boxer＆Quartaert編『グローバル化世界とヨ

ーロッパの女性』（2000）。

ゲルダ・ネイヤー（Gerda R. Neyer）

デンマーク　南デンマーク大学人口研究センター助教授
人口学分野において幅広い経歴をもつ。専門分野は、出生、中絶、世帯形成と出産。1989年か

ら1998年までスタティスティックス・デンマークの部長。1989年から1993年に、デンマーク出

生率データベースを構築。近著に『デンマークにおける中絶25年間』（1998）。

リズベット・クヌズセン（Lisbeth B. Knudsen）

○パネリスト

フランス　雇用研究センター上級研究員
国立人口研究所（INED）、米国カリフォルニア大学を経て、現職。現在、「就業と母親業」など

のEUネットワークのフランス代表。社会学（女性労働、家族政策、国際比較、農業生産）を専

攻。主著は、『ヨーロッパにおける家族と家族政策』（1996）、『市場原理を超える農業の大転換』

（1995）など。

マリーテレーズ・ルタブリエ（Marie-Thére`se Letablier）
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スペイン　バルセロナ自治大学教授、人口研究センター所長。地理学博士（人口学、バ
ルセロナ自治大学）
1978年よりバルセロナ自治大学で教鞭をとる。1984年より人口研究センター所長。シカゴ大学、

ソルボンヌ大学、パリ第10大学、及びコレヒオ・デ・メヒコ等での教鞭の経験や国際人口学会理

事を務めるなど国際的にも活躍。専門は人口学でスペイン（とくに、カタルーニャ地方）に関す

る人口分析関係の著書多数あり。

アナ・カブレ（Anna Cabré）

アメリカ　ノースカロライナ大学経済学部教授
経済学博士。マイアミ大学を経て、1985年よりノースカロライナ大学経済学部で教鞭をとる。

専門分野は、保育政策、労働経済等。主著に『保育問題：経済分析』（2001）など。

デイビット・ブラウ（David Blau）

国立社会保障・人口問題研究所長
ミシガン大学社会学博士。厚生省人口問題研究所人口政策研究部長、同所長、国立社会保障・人

口問題研究所副所長を経て、2000年より現職。国連人口開発委員会議長（2001年）・副議長

（2002年）、社会保障審議会委員、日本人口学会理事。人口学及び社会学を専攻。主著は『現代

人口学』（2000年）、『先進諸国の人口問題』（1996年編著）、『人口変動と家族』（1997年共編著）、

『ジェンダーと人口問題』（2002年共編著）など。

阿藤　　誠（Makoto Atoh）

国立社会保障・人口問題研究所総合企画部第３室長
平成14年度厚生労働科学研究「こどものいる世帯に対する所得保障、税制、保育サービス等の効

果に関する総合的研究」主任研究官。行政学修士。国際基督教大学大学院行政学研究科。専門分

野は、社会保障財政政策、福祉政策等。

勝又　幸子（Yukiko Katsumata）

司　会



◆◆◆開会挨拶◆◆◆ 

植村 尚史（国立社会保障・人口問題研究所副所長） 

 

 本日は第７回厚生政策セミナーに多数の皆様方にご参加をいただきましてありがとうご

ざいます。開催にあたりまして、ひとことごあいさつを申し上げます。 

 今回のセミナーでは「こども、家族、社会」と題しまして、少子社会のこどもに関する

政策と、その背後にある社会のあり方、考え方について皆さんと考えていきたいと思って

おります。 

 多くの先進国では出生率が人口の置換水準を下回る、いわゆる少子化という状況にある

わけでございますが、日本の状況も昨年の合計特殊出生率が1.33と世界でも最も低い国の

一つになっております。私ども国立社会保障・人口問題研究所が本年１月に発表いたしま

した将来推計人口におきましても、将来も出生率の回復は難しく、1.39程度で推移すると

いう予測になっております。 

 出生率の低下は、ある意味では文明化、産業化の避けられない結果というふうに言うこ 

ともできるのではないかと思います。こどもを産み育てるということは、すべての生物に

とって本能的な行為であり、また、いのちを育むということは大きな喜びでもありますが、

同時に、種あるいは類の未来のために個の現在を犠牲にするということも含んでいます。 

 私たち人間ももちろんそうした本能を持っているわけでありますけれども、今日の物質

文明というのは、それとは逆に、個の欲求を解放し、現在の幸福を求めるということで発

展してきました。そのおかげで私たちは豊かな生活を享受することができるようになった

わけですけれども、その分、本能の力が弱くなってしまったのではないかと思われます。 

 また、産業化によって生産が家族から分離し、こどもは投資財から消費財に変わったと

いうようなことがいわれています。しかし、親にとって消費財であったとしても、こども

が生まれ、育たなければ、その社会の未来はない。その意味で社会にとって、こどもは投

資財であるということには変わりないのです。このことは、こどもは親のもの、親が責任

を持って育てていくものという考え方から、こどもは社会の宝、社会全体で責任を持って

育てていくものと、そういう方向に変わっていくことが必要であるということを意味しま

す。 

 もちろん、いかに社会の宝といいましても、こどもが人間の、女性の胎内から生まれる

ということは変えようがないわけで、親から引き離されて育つことがよいという考えの人

はおそらく少数でしょう。社会の子育て力、つまり、社会全体でこどもを健全に育ててい

くという取り組みを強化するといいましても、それは社会が親に取って代わるということ

ではなく、親、とくに母親の自己実現と子育てが調和するように、社会が具体的な政策と

いうかたちでバックアップしていく、そういう方向であろうと思います。そこがうまくい

っているかどうかが、出生率という具体的な数字の違いになって現れてくるということで 
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はないでしょうか。

このセミナーの表題となっております、厚生政策という分野の重要なところであります

社会保障政策という観点から見ましても、従来は少子化を与件として、若い人が少なくな

り、高齢者が多くなる社会に適応した社会保障制度のあり方というものが検討されてまい

りました。しかし、それだけではなく、社会保障制度もこどもという投資によって維持可

能となる社会システムの一つとして、社会全体でこどもを育てるという取り組みの中でど

のような役割を果たしていくべきなのかという観点からも考えていかなければならなくな

っているのではないでしょうか。そういう意味で社会保障政策にとりましても、このテー

マは重要なテーマであろうと思います。

本日のセミナーは先進国である欧米諸国の、こどもをターゲットにした政策を題材とし

ながら、その背景にある、社会全体でこどもを育てていくということについての社会的な

合意のありよう、方向性というものについて考えていきたいと思っております。

基調講演はお２人の先生にお願いしております。ローマ大学のゴリーニ先生には、欧米

諸国の少子化の現状とそれに対する各国の考え方、家族政策という観点からの取り組みを

中心にお話しいただきます。次にオーストリアのネイヤー先生に、社会政策全体の中での

各国のこどもに関する政策の位置づけ、取り組みということについてお話しいただきます。

後半はパネルディスカッションです。パネルディスカッションは当研究所の勝又室長が

司会を務めます。まず、当研究所の所長、阿藤から、日本の現状と少子化の対応として何

が求められているのか、という問題提起を行います。パート１では、これについてデンマ

ークのクヌズセン先生、フランスのルタブリエ先生、スペインのカブレ先生、アメリカの

ブラウ先生にそれぞれご参加をいただきまして、各国の状況と政策の方向についてお話し

いただきます。パート２では基調講演のお二方にもご参加をいただきまして、皆様方から

の質問への回答も含めまして、各国の状況を比較しながらディスカッションを進め、政策

の背後にある社会的な合意や価値観というものを明らかにしていきたいと考えております。

本日午後５時までという長丁場でございますけれども、少子化問題を考える上で重要な

情報、視点を提供できるものと考えております。会場の皆様方も積極的にご参加をいただ

き、一緒に考えていただきますことをお願い申し上げまして、開催にあたりましてのごあ

いさつとさせていただきます。（拍手）
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◆◆◆基調講演１「先進諸国における少子化と政策的対応」◆◆◆

アントニオ・ゴリーニ（ローマ大学人口学部教授）

皆様、おはようございます。少子化と社会政策についてお話しする機会をいただき、た

いへん光栄に思います。

私がなぜここに呼ばれたかといいますと、それはたぶん、イタリアが世界で最も出生率

が低く、少子化現象がいちばん著しいからです。現在、イタリアは長寿国であり、そして

少子化の国で、一つの人口革命のような状況にあります。イタリアに限らず、いくつかの

少子化国がありますので、その話をさせていただきたいと思います。

最近、社会政策に目が向いてまいりまして、とくに雇用との関係、経済政策との関係と

いったことが論じられるようになりました。まさにそれが持続可能なのかどうか、つまり、

年金制度、そして、福祉国家制度が持続可能なのか。それがわれわれ全員にとって、また、

人口学者の注目を集めてきていたのでありますけれども、今は世論もたいへんな人口学的

ショックを受けています。

最近はこのように社会全体が少子化に注目するようになってきました。たとえば今年

（2002年）の８月に、日本の坂口厚生労働大臣がイタリアの厚生労働大臣を訪問され、日

本の急速な出生率低下の影響について論じられました。それから、ヨハネ・パウロ２世が、

イタリアの国会において出生の危機について表明されたのです。引用しますと、「人口の

高齢化と少子化はイタリアの将来にとって大きな脅威である。その生命そのものと成長の

可能性に大きな影響を及ぼすものである」と言っています。

先進国、また、いくつかの開発途上国においてもすでに問題にされていますように、い

くつかの重要な人口的な変化が起こっています。第１の人口学的変化としては寿命が延び

ているということ、そして、出生率が低い、極端に低いということ。その結果として人口

全体が高齢化しているということです。

人口が高齢化するというのは人類の歴史においてまったく新しいことであり、こういっ

た現象にわれわれは慣れておりません。見方を変えれば高齢化というのはいいことでもあ

ります。つまり、望まれない出生をコントロールする。それから、早い死亡を抑える。そ

れによって高齢化するということで、決して悪いことではありませんけれども、あまりに

も早く、そして、あまりにも集中的に高齢化するということが大きな問題だと思います。

高齢化の速度とその集中度、それについて注目していただきたいと思います。

現在、世帯や家族においても大きな変化が起こっています。両親と同居しているこども

から成る家族のパーセンテージは漸次減少しています。それから、過去15年間において片

親世帯のこどもの数は顕著に増加しています。また、１人暮らしの高齢者の世帯数が増え

ています。平均的な家族の規模も小さくなっているわけです。ユーロスタットの予測によ

りますと、ＥＵのほとんどの地域において、これから2015年までに人口が停滞する、ある



－10－

いは低下します。そして、ＥＵ諸国の人口の主要成長要因は移民の流入となっています。

こういった状況の中での問題は、今日の観点からいいますと、出生というのは簡単に、

少なくとも短期的や中期的に変えることができませんので、次のような質問や疑問が出て

まいります。ヨーロッパ、そして、日本もそうですけれども、低出生率諸国はこれからこ

どもが不足するのか、２番目には、少子化は長い目で見て、つまり、国内外の社会、経済、

その他の観点から見て持続可能なのだろうかということを考えさせられます。私は低出生

率ということを国内的な観点からではなく、国際的な観点からも論じてみたいと思います。

低出生率国、つまり、日本、イタリア、スペインは国際社会で重要な国であり、国際社

会の一員として、中程度の出生率や高い出生率の国と競争をしなければなりません。ほか

の国はそれほど速くもない高齢化を進めておりますので、国際的な比較を考えますとほか

の国との競争を考えなければいけないと思います。

そこで世界の国々を見てみますと、長期的に考えて「出生の道」（fertility path）はま

すます過去よりも狭く、低くなっています。きわめて長期的に考えますと、女性一人当た

りの持続可能な出生率は1.8から2.1のあいだです。これが最適といわれています。ところ

が、「出生の道」が非常に狭くなっています。きわめて高い出生率になりますと、たとえ

ばアフリカ諸国などの場合にはプラスの勢いがついているわけです。こういったプラスの

勢いがつきますと急速な人口の増加をもたらすことになります。逆にとても低い出生率、

たとえば日本、イタリアのように、そして、スペインもそうですけれど、そうするとマイ

ナスの勢いが蓄積されます。

これがどういうことかといいますと、非常に長いあいだ低出生率が続いてしまう、ある

いはもう一方で高出生率が続いてしまいますと、それが勢いとなって、ますます長く低出

生あるいは高出生のまま、その出生率が続いてしまう。低出生率というのは30年、40年は

持続してもなんとかなる。あるいは高出生率も30～40年、50年はいいかもしれません。と

ころが、きわめて長い期間それが続いてしまいますと、どんどんその影響が蓄積して、マ

イナスの勢い、あるいはプラスの勢いが慣性力となって、悪循環のようにその事態を続け

させるという現象が起こってしまうのです。

このグラフでＢの曲線がフランスのような国の例です。（図表１－１）フランスは出生

率は低いけれども、極端に低くはない。少子化というほど極端なものではない。それが一

つの理想といえます。ＴＦＲ（合計特殊出生率）は1.7、1.8であり、私が思うにはとても

プラスであり、前向きであり、持続可能である。ところが、日本またはイタリアのように

極端に低い出生率は、長い目で見ると持続不可能になってしまいます。あまりにも人口構

成や人口構造を革命的に変えてしまう。

ＴＦＲが1.2、たとえば日本、イタリア、スペインなどの場合、こども数によって女性

を分けて、その分布を見てみますと、こどものいない女性が24％、こども１人が41％、２

人が27％、３人が７％、４人が１％といった分布になります。（図１－３）

このＴＦＲ（合計特殊出生率）1.2というのはイタリアの多くの地域に見られるもので、
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日本でもそうだと思います。低出生率国の多くに見られるのが1.2。この1.2を1.8にまで上

げていくには、次のような分布がほしいわけです。つまり、1.8というのは決して高い出

生率とはいえません。置き換えレベルよりも10％も低いわけです。しかし、1.8を望むの

であれば、こどものいない女性が15％、１子のいるのが25％、２人が30％、３人が25％、

４人が５％。これを達成しなければ1.8のＴＦＲは達成できません。低い出生率である1.8

を達成するにも、１子の女性が25％、２子の女性が30％という分布が必要になってまいり

ます。

では、これを達成するのにどういう社会政策を取るべきなのか、だれにそのメッセージ

を向けるべきなのか。たとえば、想像してみてください。まず、こどものいない女性の数

の分布を減らさなくてはいけない。あるいは１子しかいない女性、これを65％から40％に

減らされなければならないわけで、３人か４人のこどものいる女性を８％から30％にまで

上げなければいけないということになります。これが一つの社会政策の目標として考えら

れるものですけれども、たいへん難しい目標になると思います。

このような現実の評価に基づいて、どういうものが適切な政策対応なのかということを

考えました。また、その政策というのは一体国内のどの行政レベルにおいて施行されるべ

きなのか、どういった人々を対象として実施されるべきなのかということを考えました。

それでは、人口学的な統計をいくつかご紹介いたしまして、三つの部分に関しての比較

を申し上げたいと思います。比較をするにあたって、実施における社会的な考え方の違い

という観点から三つの種類の地域を考えました。まず、スウェーデン。緑の色で示したも

のです。それから、フランス。赤で示した曲線です。そして、イタリア。これらが人口学

的なトレンドの三つの可能な経路です。また、社会経済的な環境。とくにここでは社会学

的な環境ということでお話ししたいと思いますが、その三つの可能な道筋を示しているわ

けです。

その中で最も重要な数字はこれだと思います。これは結婚する人の減少ということで、

すべての国々において婚姻数が減っていることがわかります。（図表１－１１）女性の初

婚時平均年齢が、上がってきている。とくにフランス、それからイタリアにおいてその上

昇のスピードは速い。（図表１－９，１－１０）平均初婚年齢がここです。例外なのがス

ウェーデンです。このピークは何かというと、これはその年に投票によって決定されたス

ウェーデンの特殊事情による法律の影響です。平均初婚年齢ですが、これは女性の高学歴

化と関係があります。そういう意味ではきわめて肯定的な側面も持っているわけです。女

性が高等教育を受けるようになり、高学歴化するにしたがって結婚を先延ばしするという

傾向があるわけです。もちろんこのような結婚先延ばしにおいて高学歴化というのは一つ

の要因にしかすぎず、それだけで決定されるわけではありませんが、重要です。

結婚から、今度は出産ですが、これはフランスとイタリア、そして、右側にスウェーデ

ンの状況を示しています。（図表１－１２，１－１３）このグラフはとても重要です。な

ぜかといいますと、絶対的な出産数を見た場合に、たとえばフランスとイタリアにおいて
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はだいたい同じ人口規模になっています。5700万から5800万ということで人口規模は同じ

なんですけれども、フランスは毎年77万という出産、それに対して同じ人口のイタリアの

場合には52万ということになっています。ということは、フランスのほうがイタリアより

も絶対数において50％出産件数が多いということになるわけです。

人口システムにおける新規参入がフランスのほうがイタリアよりもずっと多いという状

況もあります。どういうことかというと、将来的にはフランスの人口も減少する可能性が

ありますけれども、新たに入ってくる人たちが多いということから、減少というのはスム

ーズに行われると考えられます。急激な、また、大きな人口学的な変化ではなくて、それ

をスムーズに段階的に行うということも考えられるということです。

スウェーデンですけれども、これは社会経済および運用上の観点からいうと、望ましい

状況にはなっていません。なぜかというと、スウェーデンは今年（2002年）現時点までで

８万6000件の出産です。７年で11万5千から変わったわけです。つまり出生率が34％変わ

ったということで、たとえば学校制度に関しても、教師、小学校、中学校などにおいて、

この大きな出生数の変化に対応しなければならないからです。また、急激に出産が減ると

いうことは、学校の規模、各教室の大きさ、教師数ということを調節をし、またそれが急

激に変わるということになると、またそれを調節し直さなければならないということを意

味します。人口学、社会学、そしてまた家族政策の観点からいっても、劇的な変化という

のは、望ましいものではありません。段階的な変化こそが望ましいということになります。

劇的な、急激な変化ではなく、段階的な変化というのが重要です。

図表１－１４はコーホート別に合計特殊出生率を見たものです。それから生残の数を見

ているわけですが、ここでも興味深い状況があります。フランスとイタリアの対比がとく

に重要と考えられます。なぜかというと、まったく人口は同じであり、社会的な環境も類

似している国でありながら、差があるからです。ＥＵが発足してから、どちらも当初から

参加をしているＥＵの設立国であるわけですし、また、社会的な環境も非常に似ている。

にもかかわらず、人口学的な行動という観点からいうと大きく違っている。違う可能性が

あるということを示しているからです。（図表１－１４）

図表１－１６は第１子平均出産年齢を見ているところですけれども、ご覧のとおり、そ

れが右のほうに行くにしたがって上がっている様子です。グラフ自体がとても興味深いこ

とを物語っています。図表１－１８ですが、これがイタリアの30歳未満の女性の出生力と、

30歳以上の女性の出生力を示しています。ご覧のとおり少子化というのはほぼ完全に30歳

未満の出産が減ったことによるということがわかります。30歳を超えると、たしかに出生

率は復活しているわけですが、それでも急激な30歳未満出生率の低下を相殺する状況には

なっていません。

フランスにおいても状況は類似しています。ただ、その重大さがイタリアと比べるとず

っと小さいということです。

右がスウェーデンの状況です。（図表１－１８）
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問題はこの急速で、また、非常に大きく30歳未満の出生力が低下しているというところ

にあります。そこが超低出生率国と、それから、低出生率国の違いを生んでいるわけです。

つまり、低と超低という、この差を生んでいるのはここにあります。

離婚率を見てみます。スウェーデン、フランス、イタリア。イタリアは日本と同様、離

婚率が非常に低い国です。（図表１－２０，２１）

それでは次に、私に言わせますと、これは非常に興味深いということになるわけですが、

日本とイタリアにおける人口学的な変化の概観を見てみたいと思います。日本が左側、イ

タリアが右側に示してあります。2000年以降は、これは国連の見通しをベースとした概観

になっています。これは1950年から2050年までの見通しも含めたものです。（図表１－２２）

人口学的な変化のうちの一部分を取っているわけですが、だいたい３世代を見ています。

100年で３世代とだいたい考えられますが、この間の人口全体の均衡状態を見てみたいと

思います。日本は非常に高い若年人口がありました。それに対してご覧のとおり高齢化が

進んでいるし、歴史上初めて日本の人口において高齢者が若年者を上回るという状況にな

りました。イタリアでも状況はまったく同じです。1995年のイタリアの人口については、

イタリアの歴史史上始まって以来、というよりも、人類史上始まって以来、高齢者のほう

が若年者を上回るという状況になりました。これはイタリアで日本よりも５年早く起きて

いる現象です。

ただ、この人口動態上の変化におけるいちばん重要な点は、これはぜひ皆さんの注目し

ていただきたいので、強調させていただきたいと思っている点ですが、それは出産年齢人

口の減少ということです。もちろん若年層の減少がありましたから、それから数十年たて

ば、当然のことながら、避けようもなく出産年齢人口が減るということになります。日本

でも若年者の数が減り、それに追随するかたちで出産年齢人口が減っているということで

す。

この結果というのは日本でもイタリアでも何を意味するかというと、60歳以上人口が出

産年齢人口全体を上回ってしまう可能性があるということです。つまり、20歳から59歳ま

での出産年齢人口を超えてしまう可能性がある。この傾向に関して見守っていかなければ

なりません。

これは当然私たちが直面しなければならない状況であるわけですが、こうなると私たち

の社会の中のありとあらゆるもの、経済のありとあらゆる側面、また、考え方そのものも

完全に変えていかなければならなくなります。人生という観点で個人の人生、また、家族

の人生、また、集団的な、社会全体としての、また、経済のあり方としても、このような

傾向から根底的に変えられてしまうということを意味しています。もちろん、引退年齢、

つまり、定年を引き上げることを考えなければなりませんし、教育制度もそうです。世代

間の団結ということも正視しなければなりません。つまり、社会、経済、さまざまな措置

を複合的に考えていかなければ、このような傾向に対処できないということを意味してい

ます。
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そこで、家族政策のすべての要素を考える必要があります。まず、家族政策を狭く定義

した場合と、それから、広く定義した場合とに分けてみました。まず、狭い定義のほうで

は、中核となる従来型の構成要素があります。それから、非従来型の要素と、それから、

家族法、サービス、その他の公共政策とあります。（図表１－２３）

図表に沿ってお話ししたいんですが、まず一つ、超低出生率国と、そうでない場合とい

うのを分けて考える必要がある。超低出生率国の場合には、家族政策の中でも従来型の構

成要素だけではなくて、それを超えたものを考える必要があるのではないか。単に低出生

率であるだけの国とは違うということです。その際の家族政策の構成要素の組み合わせと

いうのは、超低出生率国と、単なる低出生率国とでは違ってくるということです。

それから、二つ目の事実としてお話ししたいのは、これは、それぞれの家族政策、個々

の構成要素についていろいろ議論することができるということです。その意味で、昨日、

一昨日と国立社会保障・人口問題研究所が主催した国際ワークショップにおいて、非常に

よい議論が行われました。そこで、さまざまな議論を行うことができたわけです。特定の

政策に対して推進派、反対派、いろいろな議論があると思います。

ルーズベルトがニューディールに関して検討をしてほしいということを指示しまして、

有名なエコノミストがホワイトハウスにでかけていって、大統領とその側近と議論をした

そうです。エコノミストはこう言いました。「大統領、まず、片方に非常に積極的な措置

がある。しかし、そういう措置を取ると否定的な、ネガティブな効果ももたらしてしまう

部分がある。その両方を考えると、どちらにしたらいいのか、なかなか結論が出せない」。

そこでルーズベルトは２人目のエコノミストに意見を求めました。すると、「大統領、こ

のような措置を考えることはできます。そうすると肯定的な反応が出る可能性があるけれ

ども、否定的なリアクションも免れません」とその人も言いました。３人目のエコノミス

トもまったく同じことを言ったそうです。ルーズベルトは３人の意見を聞いてから国務長

官を呼びまして、一つの意見しか言わないようなエコノミストを探してこいと言ったとい

う話を私は聞いたことがあります。

この政策選択の中で、それぞれに関して推進派、反対派があると思います。そして、そ

の一つの意見だけを言うような学者、専門家を集めて議論をしてもらって、そして、国民

の期待、考え方、行動、そういう意味での国民の反応を観察していく必要があるのだと思

います。経済政策でも同じです。経済政策というのは、国民の期待と、それから行動と考

え方の、相互作用によって決められるものです。

家族政策、社会政策に関してですが、たとえばイタリアにおいては、過去30年間にわた

って、家族法の分野における政策のみを提供してきました。それ以外のさまざまな可能な

政策案に関しては、これを無視してきたわけです。

福祉制度の可能なテーマということを考えた場合に、家族政策と、それから、いくつか

のヨーロッパの国々がやっているような両立支援策、これを導入したならば三重の分類が

できると思います。（図表１－２４）
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まず、北欧諸国があって、ここは社会民主的な考え方です。福祉国家であり、家族の役

割というよりも個人の、市民としての権利というのが優先される。一方、フランス語圏諸

国における保守的な福祉国家的考え方がありまして、これは家族を重要視している。それ

から、多くの南欧諸国の、より自由型と呼べるような福祉システムが考えられます。そこ

ではさらに家族構成員に対する介護と支援の義務が強くいわれているわけです。家族の団

結というのが義務づけられていて、家族の中で面倒を見なければいけないと義務づけられ

ていますが、これはもちろんほかに代替策がないからでもあります。

どういうような政策が可能かということを考えたときに、やはりこれらを組み合わせて

いくことが必要です。たとえばイタリアが北欧型の考え方を導入するということはできま

せん。なぜかというと、人々の考え方が大きく異なっているからです。それで、それぞれ

の国のいわゆる成功例、これを組み合わせていくしかありません。それと社会文化的なと

ころをとくに強調したいと思いますけれども、この問題の文化的な側面に十分配慮しなが

ら行っていくことが重要です。

この分野におけるいちばん大きな問題の一つは、こどもにかかわるコストということで

す。昨日、一昨日も国際ワークショップにおいて子育てのコスト、あるいはこどもを持つ

ことのコストということがずいぶん議論されました。これが家族生活におけるいちばん大

きな変数でもあるわけですし、これはなにも親の人生においてというだけではなく、こど

も側の観点からいっても重要です。

こどもを持つことの経済コストというのがまずあって、それに対する可能な措置という

のがいくつかあります。たとえば家族手当であるとか、あるいは税制優遇策ということで、

親に与えられる、あるいは家族に与えられる。あるいはそれ以外の金銭的なサービスとい

うのがあると思います。（図表１－２５）

一方、こどものコストというのは、時間と機会という観点からの子育てのコストという

のが考えられます。それに対応するものとしまして、公的な育児、託児サービスであると

か、あるいは育児休暇制度などが考えられます。

次に、一部ＥＵ諸国におけるこどもの数に対応して手当の額を見てみますと、スペイン、

ギリシャといった国々においては手当の総額がいかに低いかがわかります。ところが、フ

ランスを見てみますと、２つ目のところで非常に手当の額が増していることがわかります。

いちばん右側のところで非常に上がっているフランスとスウェーデンというのは、第３子

に対する手当が非常に手厚いということがわかります。（図表１－２６）

こどもに関して経済的なコストということでは、同じヨーロッパでもそれぞれ考え方が

違うということがわかります。低出生率でありながら超低出生率ではない国の場合は家族

手当が手厚いという特徴があり、公的な保育サービスに関しても差が見られます。公的な

支援ということでは、フランスの状況を見ていると、やはり歴史的、文化的な側面を考慮

せざるをえないだろうというふうに考えております。（図表１－２７）

フランスの場合、非常に積極的な出生促進政策がとられている一方で、イタリアの場合



－16－

は出生を促進しないような政策が取られています。これは何十年にもわたる家族政策の文

化的な結果によるもので、フランスの場合は低出生率が前の世紀の初頭から見られたわけ

です。一方、イタリアにおいては現在でもなおファシスト政権の人口動態政策の余韻が見

られます。長年にわたってイタリアでは移民流出があり、イタリアの場合は人口過多であ

ると考えられていました。そこでこの出生にかかわるイタリアにおける文化的な側面とい

うことで見ますと、これは出生促進をしないというかたちになっており、一方、フランス

の場合は、一般論ではありますが、出生促進政策がとられています。したがって超低出生

率の国においてはさらに文化的な変容も誘発していかなければなりません。

イタリアの若い夫婦に対して、こどもを生もうと考えるか、ということを聞きますと、

もちろんだと言います。要するに、いつ、そして、何人のこどもを生むというのを決める

権利があるということを言うわけです。ですから、これは基本的な人権の一つであって、

こどもを望んでいるという以上、こどもを生みたいということを言うわけです。さらに、

こどもを生むということを義務と思うかということを聞くと、そういうことは絶対にない

という答えが返ってきます。というよりも、その前にこういう質問が投げられたというこ

とに驚きを隠せないようです。集団的な観点から、こどもを持つということが義務である

と考えるかということに関しては驚きを禁じえないということです。

ところが、働くということは集団的な義務かといった場合には、個人的に働けるという

権利が与えられており、そして、労働時間というのはまた別に設定されているわけです。

片方で働く義務が集団的にあって、それでないと社会的な、経済的な側面が侵されるとい

うことになるからですが、もう片方においては、個人的な権利、自由というのが労働に関

しても与えられていて、週当たり何時間働くのか、あるいは年間で合計何時間働くのかと

いうことでは２段構えになっていると考えているわけです。

この２段階というのはこどもに関しても同様ではないかと言いたいのです。要するに集

団としては、こどもを持つというのは義務ではないかということを言っています。結局、

こどもがいないというと、やはり人口の減少がある。社会的な制度に関しても縮小する。

経済的にも停滞していくということになるからです。ただ、そのこどもをいつ、何人持つ

かというのは、こどもを生むという義務と同様に重要な点ではないかと思うわけです。

こういった枠組みにおいてどういった対処策があるのか。とくに超低出生率に対抗する

策ということで、その必要性に関して集団的な意識を創り出すことが必要なのではないか

と思われます。とくに政策対応ということで重視される点としては、夫婦で３人、あるい

は４人こどもを持つものに対しては、保障制度を設けるということが必要ではないかと思

います。３子、４子いる夫婦の場合は、平均出生率を1.8に引き上げるという影響力を持

っているわけです。つまり、３人ないしは４人こどもがいる夫婦に対しては相当の、また、

長期にわたる家族手当を保障するべきではないかと思うわけです。（図表１－２８）

例えば第３子目、第４子目が出産されたとき、まず、優先事項として相当額、そして、

長期的な家族手当を給付するということで、この夫婦に対して自分たちが望むだけのこど
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もを持つということに対して報いるということになるわけです。これは平等性ということ

に関連しており、社会においては必要に応じて女性、そして、夫婦に対して自由を認めて

いるわけで、こどもはいらない、あるいは１人のこどもだけでいいという人に対してもこ

の自由を認めているので、同じだけの自由をこどもの数にかかわらず担保するべきである

と考えるわけです。たとえば、こどもの数が３人ないしは４人といった場合も、同様の保

障を担保するべきだろうと思います。

２番目に、経済的な環境を整えて望まれる数のこどもを育てるということを認めるとい

うことです。そして、貧困のリスクから守っていくということが必要です。結局、貧困の

リスクはこどもが３人、４人となってくると上がってくることになるわけで、そういった

際にこどものような無垢な存在が貧困というリスクにさらされる理由はないのではないか

ということです。

３番目の点は、３、４人こどもがいる夫婦に対して、子育が長年の負担となるというこ

とで、それに対してもっと信頼、自信が持てるようにしなければなりません。経済的な観

点から、長年にわたる子育ての中で、経済的に自分たちだけで育てなければいけないとい

うことはない。その結果、離婚に至るということがあったとしても、自分たちだけではな

いという安心感を与えなければなりません。子育てというのはチャレンジであって、20年、

25年にわたることになります。これは夫婦だけのものではなくて、経済的、社会的な支援

が与えられて、そして、子育てができるというようにしなければなりません。

そして、夫婦が３人あるいは４人こどもを持つといった場合に、集団の関心を有形かつ

明示的な関心にしていくことが重要です。相当長期にわたり家族手当を出すということで

は、集団として子育てをするということであり、このようなこどもへの投資に対して関心

を持つということでなければなりません。

児童手当といった場合のほうが税制控除よりも望ましいのではないかと思います。税制

控除というのは非常に間接的なかたちでの給付ということになるので、これはあまりいい

ものというかたちで認識されないという問題があります。

非常に重要な点でありますが、こどもは生まないと決めた夫婦、あるいは一人っ子にし

ようと考えた夫婦は、それだけ所得も、それから貯蓄も増えることになるわけで、より多

くの資産形成が可能になるわけです。そして、こどもは持たない、あるいはせいぜい１人

にすると決めた場合でも、賦課方式の下で、こどもを生もうと決めた夫婦のこども達から

年金給付を受けるということになります。

これは小さな点と思われるかもしれませんが、それなりに重要な点であって、たとえば

３人、４人こどもを生むというような夫婦の場合は、それだけ将来の年金給付ということ

を考えた場合に、これを支える人を増やすことになるわけです。それが逆に２人以下しか

生まないということになりますと、将来の高齢者に対する年金給付を支える人が減るとい

うことになります。

さらに、子育てする労働者が離職・再就職を容易に出来るように、何か補填制度、ある
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いは雇用者に対するインセンティブ、奨励制度を導入しなければいけないのではないかと

思います。

また、就労、出産ということで、女性の場合はどんどん晩婚化、そして、晩産化する傾

向が見られます。50歳ぐらいになって、こどもの出産・子育てを終えてもなお忙しいとい

う人たちもいます。そこで、たとえば３、４人出産をした女性の場合は、その仕事量を軽

減することも必要だろうと考えております。

結論に入りたいと思いますが、重要な点ということで３点だけ挙げたいと思います。

まず、出産。これを家族の環境ということで照らし合わせて、変化のペースについて見て

みます。50年前はピルはなかったわけです。また、多くの国々においては中絶は認められ

ておりませんでした。40～50年前、多くの国々においてはそれほど離婚率は高くはなかっ

たわけです。ということは今日は非常に動的な環境にあるわけで、その中で、家族、出産

というのは大きく変わっています。

経済、生産の形態における変化のペースということを見てみますと、60、70年前は変化

の牽引役というのは農業であり、そのあとが重工業でありました。農業、重工業ともに男

性の役割のほうが女性の役割よりも重要視されていました。ところが、いまや産業、工業

生産は軽工業に基づいておりますし、サービス経済に基づいています。そして、多くの場

合、女性の役割のほうが男性の役割よりも重要となってきています。また、経済の構造に

ついては、まず、重工業、そして、サービス業、農業ということによって男女の経済にお

いて果たす役割が変わってきています。

３番目の重要な点は教育です。女性の社会的な立場における変化のスピード、変化のペ

ースですが、多くの国々においては女性は男性よりも高学歴化が進んでいます。家族も女

性自身もそれだけ多くの投資をしていることになり、また、精神的にも、感情を投入する

部分が多くなるということになります。ですから、それだけ多くの投資をするということ

であれば、それだけの時間が必要ということになるわけです。

ですから、この2000年という人類史の中で、たった50～60年において少なくとも３回の

革命が起こったといえるのではないかと思います。もちろん医学、それから、技術、エレ

クトロニクスといった分野を見てみますと、そのほかにも多くの革新が起きているわけで

すが、われわれの対象分野だけをとらえてみますと、少なくとも３回の革新が起こってい

ることがわかります。とくに強調したいのが変化のペース、変化のスピードです。多くの

場合、われわれの行動、意思決定、そして、取り組み姿勢を変えるだけの時間がないわけ

です。しかし、簡単に変えることはできなくても、これを変えていかなければなりません。

ですから、私が見る限りにおいて、ポイントは女性の立場にあります。多くの国々におい

ては現在、女性は超低出生なのです。

最後に低出生率国対超低出生率国の比較をしたいと思います。現在、高学歴化が進んで

いる女性の場合は、かつては家事労働に割く時間が多かったのが、いまや労働時間が長く

なっているわけです。こういった環境変化の中で新しい義務、それから、旧来のかたちで
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の男性とのやり取り、労働市場とのかかわり合いが出てきているわけです。その中で人々

は新しい行動を取っていかなければなりません。

要するに労働市場をめぐる国家の役割、雇用者の役割、そして労働組合の役割を見てみ

ますと、一般論ではありますが、労働市場においても女性のための行動が取られなければ

ならないということになります。そうでないと女性は板ばさみになってしまうということ

になるわけです。その行動ということでも新しい条件設定が必要ではないかと思われます。

これがポイントになるわけで、新たなかたちでの社会政策における均衡を図ることによっ

て、より女性と男性との社会におけるバランスを図っていかなければならないと思います。

ありがとうございました。（拍手）
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◆◆◆基調講演２「ヨーロッパにおける少子化と家族政策」◆◆◆

ゲルダ・ネイヤー（マックスプランク人口研究所上級研究員）

皆様、こんにちは。マックスプランク研究所のゲルダ・ネイヤーです。マックスプラン

ク研究所の上級研究員をしていまして、オーストリア出身です。たいへん興味深いセミナ

ーに参加できてうれしく思います。

ヨーロッパでも日本においても低出生率の問題を抱えています。どういった政策、家族

政策、社会政策を取るべきなのか、その政策の目的は何か、そして、成果は何なのか、そ

ういった質問に答えてみたいと思います。そして、次のように話を進めたいと思います。

まず、ヨーロッパの過去40年間における出生率の変遷をご説明します。ゴリーニ先生がず

いぶん説明してくださったので、それほど長くはなりません。２番目にヨーロッパ諸国の

家族政策の話をします。とくに具体的に人口学理論とか人口学研究などでいちばんよく論

じられる政策、そして、政治家にとってもいちばん興味深い政策。３番目には何らかの結

論に達してみたいと思います。人口学の研究がその政策についてどういう結論をつけてい

るのか、たとえば出生率に影響があったのか、また、女性の就業に関係があるのか、そし

て、最後になりますけれども、ヨーロッパや日本はどういう方向に行くべきなのかという

将来の展望についてお話をしたいと思います。

ゴリーニ先生がすでにお話しになりましたけれども、1960年代からヨーロッパのＴＦＲ

は劇的に低下しています。現在、ヨーロッパ諸国はほとんど1.5以下の出生率で、これは

大変低い出生率といわれています。

この低下が見られた原因は国によってさまざまです。一貫して民主主義的な政権のある

ヨーロッパ諸国では、60年代、70年代にこの低下が始まり、80年代まで低下が続きました。

ご覧のように80年代になると落ち着きまして、その後ずっと横ばいになっています。ただ

し、ドイツ、オーストリアでは依然として低下をたどっています。ある国では出生率が増

加しています。その例がフランスとオランダです。（図表２－１）

では、北欧諸国はどうでしょうか。北欧諸国は少し事情が違っていまして、よりゆるや

かな出生率低下が見られて、そして、ほとんどの国においてわずかに上昇しています。そ

の例外がスウェーデンです。研究者グンナランドソンは、これをローラーコースター、ジ

ェットコースター現象と言っていますが、上がったり下がったりしています。そこには政

策の影響もあるでしょうし、また、経済状況の影響もあります。（図表２－２）

それとまったく違うのは南ヨーロッパです。それについてはゴリーニ先生がお話しくだ

さいましたが、イタリアが最も一貫して急激な下降線を示しています。それにスペインが

並行しています。スペインはずっと民主主義的政権ではありませんでした。（図表２－３）

ヨーロッパ諸国はＥＵに入っていますので、ＥＵにこれから参加しようという東欧の話

もしたいと思います。東欧諸国は1970年代、あるいは60年代の末期のころに家族政策の法
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律を制定しました。それはとくに人口政策に関するものでした。東ドイツがいちばん熱心

で、一時的に出生率が上がっていますけれども、しかし、東ドイツがなくなって西と統合

されたときにはもう影響が見られません。つまり、出生率が上がっていません。共産主義

政権の場合には賃金の低下、そして、構造の再構築、構造変化、そういったものとのバラ

ンスを取るために人口政策を使ってきたように思いますが、うまくいっているとは言えま

せん。（図表２－４）

まとめとしては、60年代においては国によって多様性が見られます。つまり、いろいろ

な国のいろいろな地域、あるいは別々の地域の国がそれぞれ異なった出生の傾向を示して

います。ところが、2000年になると地域全体として似たような傾向があります。たとえば

北欧は比較的高い出生率。オランダ、フランス、ベルギーなどもそうです。ほかの国、た

とえばドイツ語圏や東欧、南欧では別のパターンを持っています。（図表２－５）

こういった変化の根底にあるのは何なのか。社会の変化がこのような現象をどうやって

起こしているのか。そういう分析がされていますけれども、まだ結論が出ていません。た

とえば、超低出生率。ドイツ、オーストリアなどでは1970年代のなかごろに始まりまして、

ほかのヨーロッパ大陸では80年代に見られます。この超低出生率というのが依然として続

いているのが南欧などです。

第１子出産年齢と出生を見てみますと、Ａはオーストリアです。オーストリアがいちば

ん左側のほうにあります。Ｄ－Ｅというのは東独です。これらは第１子出産時の年齢が低

いが出生率も低い。フィンランドＦＬ、ノルウェーＮは左の上のほうですけれども、比較

的第１子出産時の平均年齢が低いけれども、出生率は高い。右の上のほうにまとまってい

るフランス、英国、オランダ。これらは第１子出産時の平均年齢は高いが出生率も高い。

したがって、第１子出産時の年齢と出生とは必ずしも相関していません。（図表２－６）

女性が就業することによって出生率が低下するとよくいわれています。たしかに70年代

まではそうだったかもしれません。女性の労働力率は右側のほうが低く、左側のほうが高

いけれども、そうするとたしかに1975年ではＴＦＲと逆相関になっています。ところが、

1996年になりますと関係が逆になってきています。女性の労働力率が低いところが労働力

率が高いところと出生率の点で逆転してしまいました。つまり、低出生率と低労働力率、

高い出生率と高い労働力率との関係、これはますます強くなってしまいました。中央ヨー

ロッパでははっきりと相関があるとは言えないので、まだ結論がはっきり出ていませんが。

（図表２－７）

次に家族政策とは何か、福祉国家の持続可能性、またこれから先、将来、十分な女性労

働者が確保できるのか、また、社会保障制度に貢献する人たちが確保できるのかという問

題があります。ほぼすべての欧州諸国において、人口政策を義務づける、強制するという

ことはできません。これは国民のあいだで抵抗、反対が必ず起きるからです。最近、オー

ストリアで選挙がありました。こどもを増やそうということ、これを義務づけようという

ような公約を立てた候補は、これをすぐ撤回せざるをえませんでした。あまりにも大きな
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抵抗があったからです。家族政策というのが少子化対策になると多くの欧州諸国において

は考えられているのですが、果たして本当にそうでしょうか。（図表２－９，２－１０）

その問いかけに答えるためには、まず最初に家族政策とは何かということを考えてみな

ければなりません。家族政策の中にはいろいろな種類の政策が内包されています。例えば

労働市場政策であるとか、あるいは年金政策であるとか、そのようなものと比べるとはっ

きりしていないということが言えるかもしれません。例えば家族法であるとか、あるいは

労働法の一環である出産休暇であるとか、あるいはこれは家族手当や税法に含まれている

扶養控除であるとか、そういうものを総合して言っているということが考えられますし、

それ以外の構成要因ももあります。医療政策、教育政策、住宅政策というようなものも家

族政策と考えられるということです。その意味で定義がはっきりしていないということが

家族政策の分野において問題になっています。（図表２－１１）

そこで研究者は何をやるかといいますと、広範囲にわたる政策を見て、そして定義を限

るということです。よく使われている定義の一つとしまして、家族政策の国際比較をかな

り研究しているカマーマンとカーン、この二人の研究者の家族政策の定義というのは、家

族を対象とした政府の活動であると言っています。しかしながらその活動というのが家族

に向けられているということであるならば、そのような家族政策というのは家族だけに影

響を与えるのではなくて家族を形成する、そういうことにつながるのではないか。家族政

策は国の活動であるということになると、次のような定義も考えられるわけです。つまり

特定の種類の家族組織を優遇し、そのような組織に適合するようなもの、これを強化しよ

うとする国の活動である。ということは、あらゆる形態の家族をすべて等しく優遇するの

ではなくて、特定の形態をほかよりも優遇するということを指しています。つまり国が特

定の形、特定の家族組織というものを選んで、それをよいとするということです。

いずれにしても、家族政策というのはどのような定義にしましても、個人的な関係性を

構造化することによって、これは配偶者間、あるいは親と子というような個人の関係性を

構造化することによって社会をある構造に持っていこうとする、そういう政策であると言

えると思います。これはかなり広いわけですけれども、例えばアンダーソンの福祉国家の

定義によりますと、福祉国家というのはどういう国家かといいますと、社会政策を用いて

社会を再構成しようとするものであるということになります。ただほかの社会政策、例え

ば失業政策や年金政策、あるいは住宅政策といったものは、通常は個人対市場、個人対国

家の関係をとっているわけですけれども、家族政策というのは、個人と個人との関係性、

つまりこれがプライベート・リレーションシップなわけですけれども、つまり配偶者であ

ったり、親子関係であったり、それを再構成しようとするものだということです。

家族政策においては、家族の中の二つのレベルを識別する必要が非常に重要です。パー

トナーシップというのは、対等な大人同士の関係性、一方親子関係ということになります

と、扶養される対象であるこどもと、扶養する側の親、つまり介助、ケアを行わなければ

そのこどもは生き延びることができないという関係になっているわけです。例えば夫婦関
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係であれば、片方が相手のケアをしなかったとしても一般的にはその人の生存には影響な

いとされています。そのような観点から家族政策を考えた場合に、幾つか違った問いかけ

が生まれてくると思います。

まず、最初にどういう種類の家族の形態、家族の種類を福祉国家が支援、支持するのか

によって決まってくるということ。強力な男性が生活維持者であるような、ドイツのよう

な福祉国家、また中等度の強さを持った男性生活維持者、つまり女性の労働力率が高まっ

ているフランスのような場合、一方、弱い男性生活維持者をベースとしたような福祉国家

ということで、この場合、例えばスウェーデンのような例があると思います。家族政策を

考えて、そしてそれを評価したときにどの種類なのかということを見なければならないの

です。それからその家族政策というのはどの程度男女に雇用機会を提供しているのか、あ

るいはまたその家族政策の対象が男性ということはめったにないのですが、女性の就労、

就業に対して抑制的に働いているのかどうかを見なければなりません。またもう一つ別の

レベルにおいて、家族政策によって自らの世帯を維持する、つまり子供のあるなしにかか

わらず、男女が世帯を維持する形に働いているのか。それからまた家族政策というのはど

の範囲の人間関係を含めるのか。これはパートナーシップの関係かもしれません。あいる

は親子ということで、親になるという関係性かもしれませんし、あるいは仕事に関しての

関係性、それから家族にとって重要なのは、例えばこどもの扶養義務がどのぐらいで終わ

るのかということも入っています。

これらをまとめれば、福祉国家においてどの程度女性を妻として、母として、労働者と

して、また介護の提供者として見ているのかということでまとめることができます。ここ

で女性ということに焦点をあてておりますのは、社会政策に関する限り男性というのは労

働者ととらえられていて、男性の家族がいたとしても家族政策の観点からあまり考えられ

ていないからです。最後の点ですけれども、家族政策は父親、つまり男性が父親になると

いうことをどの程度配慮しているのか。つまり父親の役割ということがここ10年ぐらいヨ

ーロッパではどんどん重要になってきていますけれども、家族政策の中でどの程度それに

対する配慮があるかということも重要になります。

今お話したような一連の問いかけの観点から家族政策をもう一度見直してみると、家族

政策の中心的な領域というのは、人間関係の構造化という観点からいうとどうなるかとい

うと、家族法令があります。それから出産・育児休業がありますし、児童権利、特に婚外

子の権利があります。あるいは義理の親になるというような場合どうかということもあり

ます。

家族法ということになりますと、これは関係性を構築するにあたってより法律的な観点

から見るということになると思います。家族法をどうとらえるのか、婚外子がどうなって

いるのか、同棲はどうなのか、あるいは義理の親はどうなのかということです。それから

あと三つ重要なのがあります。出産・育児休業があります。これは自らの世帯を形成でき

るかということもこの中に入ります。家族給付もこれは多くの場合には所得保障というこ
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とで、親に対して支払われる経済的な給付ということになると思います。それから最後の

点、国は保育サービス、あるいは家族サービスをどの程度提供しているのかということに

なります。

出産・育児休業と家族給付と保育サービスという、この三つについて今日はお話してい

きたいと思いますけれども、やはり法令、法規ということに関しても重要でありますので

後からお話したいと思います。なぜかというと制度的な枠組み、つまり家族政策というも

のがその国で発達した制度の中でしか議論することができないということです。どういう

ような政策形成、プロセスがあるのか、どのようにつくられていくのか、そのような規制

というものを策定するにあたって誰が関わっているのか、また過去の歴史的な経路という

ことも見なければなりません。しかしながらこれは古典的な政治学の領域の問いかけにな

ってしまいますので、きょうはお話しませんけれども、家族政策は変わるということをお

話したときにまさに重要になってくるところです。例えば家族政策というのは、一つの選

択肢から別の選択肢に変わろうとするときに、何らかの継続性というものがなければ、い

きなり外から違ったものを持ち込んでも定着しないからです。もう一つ考えなければなら

ない点といたしまして、今お話しました歴史的な政策の沿革というのがあります。国によ

って伝統によって、最終的にでき上がった政策的帰結が異なっているということについて

も後でちょっとお話したいと思います。

それでは最初に、母性保護と育児休業について申し上げたいと思います。母性保護とい

うのがヨーロッパにおける家族に関連する最も古い福祉国家的な考え方です。19世紀の最

後の段階において新生児、乳幼児を誰がどのように国家として見ていくべきだと考えるの

かという大議論があって、母性保護というのが出てまいりました。この母性保護というの

はしかしながら母親を保護するというところに焦点があてられていたわけです。母性保護

というのは仕事に対する機会均等、それから女性の労働市場参加、そして労働規制という

ことと関連して議論されました。労働規定が全くない状況ということで、ある一定の期間

労働市場から離れる人が戻るということはどういうことなのかかなりの議論がされました。

特に労働市場における工業化が進んだ部門においては、女性の参加率が特に高いという領

域がありまして、男女間のどちらがそのような製造業に就けるのかという点で戦いがあり

ました。20世紀になって医療保険の問題、それから人口という問題がようやく初めて議論

されるようになったわけです。出産及び育児休業の議論に関しましては、女性運動でかな

り議論されました。今までのところ政党、あるいは政党外の女性運動がこのような規制に

関しての議論の大半を担っているという状況が続いています。ヨーロッパにおける女性運

動の流れの中でいろいろな議論の流れがどういったのか、その結果として先ほどお話した

とおり、政策対応がどう行われてきたのかということを申し上げたいと思います。

ヨーロッパにおいては、各国において女性運動が展開されました。そして女性にやさし

い福祉国家ということを目指した運動もたくさんあったわけですけれども、女性にやさし

い福祉国家とは何かということに関して、その定義は国によって違いました。特にドイツ、
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オーストリア、スイスというような大陸ヨーロッパにおいては、出産・育児休業を義務づ

けるということで、こどもが６歳になるまでというような長期間を提案したところもあり

ました。働く女性の場合に、働く女性も母親になれるようにということで、中心になって

いたのは働く女性が母親になるということでした。フランスにおいて、フランスの女性た

ちも長期間にわたる出産・育児休業を求めていましたが、その議論の根拠になったのはち

ょっと違った考え方でした。母親はすべて国の市民である。だからこそ母性保護を受ける

権利がある。ドイツ等と同じようにフランスは長期間の出産・育児休暇を求めましたけれ

ども、それは働く女性の観点ではありませんでした。母親も市民だという観点からでした。

北欧に関しましては、女性を保護するような法律、特に長期間の休暇というのは男女の平

等に反するものである。だからこそ女性を守るような、そういうような法律はいらない。

そうではなくて労働市場における平等というのをもっと推進してほしいという、そういう

議論でした。

当時から100年近く経った立わけですけれども、このような議論というのは70年代まで

続きました。70年代になって出産・育児休業が政策手段としてまた使われ始めたわけです。

つまり70年代においては労働法の一環として出産休暇というのが出てきました。つまり失

業率が非常に高いときに労働市場に柔軟性をもたらすもの、そしてまた逆に労働力不足と

いうような状況が労働市場にあったときに、女性を労働市場に引きつける、そういうもの

として使われたわけです。70年代からまたそれが使われ始めたわけですけれども、ヨーロ

ッパにおける出産・育児休業についてのまとめを今申し上げたいと思います。（図表２－

１２）

まずごらんのとおり、出産休暇ですけれども、このように期間がかなりばらつきがあり

ます。いずれも労働市場に連携しているわけです。給付に関してなんですが、オーストリ

アとフィンランドは一律の給付です。事前に保険がある雇用されていた人でなければこの

対象にならない、支給されないというのがほかの国々です。日本の場合には14週となって

います。北欧各国（デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン）においては

具体的な出産休暇というのはありません、ほかの国々にあるような出産休暇がないわけで

す。これは育児休業の一環となっています。どの部分が母親だけかということで、何週か

を数えることになっています。統計上では、デンマーク、ノルウェーの出産休暇を見てみ

ますと、これはすべて育児休業ということです。すなわち９週間に関しては、つまり母親

を対象とした出産休暇になっているということで、それに関してほかの国とあまり変わら

ないということです。フランスは出産政策寄りのものになっています。26週間というのが

第３子以降の出生の場合です。最初の子は16週で、その後、第３子になると26週です。ほ

とんどすべてのヨーロッパの国々においては現在、各国とも出産休暇中に所得保障という

形で経済的な給付もあります。1945年以降からで、それ以前はありませんでした。無給で

あったわけです。しかしながら、特にこの出産休暇の期間が無給ということになると、所

得を失わないように、働き続ける母親が多くなるということを認識するようになりました。
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その結果ごらんのとおり多くの国々において所得保障率がかなり高くなっています。デン

マークは一律保障となっています。これは失業手当と関連がありまして、ほかの社会給付

と同じような形で設定されています。

出産給付というのははじめの段階では母性保護ということですが、70年代になりまして

母性保護と育児休業は二つの異なる政策上の設定ということでだんだん離れていきました。

母性保護、これはほとんど母親の母体の健康ということが中心になっています。現在ヨー

ロッパでどういうことが起きているかといいますと、この母性保護に関しては収斂してき

ている。どういうことかというと、職場におけるさまざまな保護というようなこともヨー

ロッパ全体でどんどん収斂化して、一元化してきているということです。

幾つかの国々の近況を見ますと、雇用側も出産給付に関してはよく理解していて、これ

は、例えば冬の間は大体何人ぐらいがインフルエンザで休むかというようなのと同じよう

な形で出産する人にかかる給付の計算があらかじめできていて、おり込み済みになってき

ているということです。このような出産休暇に関しまして、これを制定することはほとん

ど問題になっていません。

育児休業ですけれども、細かい図で大変申し訳ありませんがお手元の資料をぜひ見てい

ただきたいと思います。これが育児休業です。（図表２－１３）

先ほどお話しましたとおり、育児休業政策というのは、もともとは出産休暇政策から始

まったわけですけれども、当初から母体保護ということではなくて、こどもを育てるとい

うことに強調点が置かれてきたものです。ヨーロッパにおける議論において、三つの流れ

があります。この育児休業をどう導入するかということに関してです。オーストリアが初

めて1960年に導入いたしました。これは高かった失業率を緩和するもので、期間は１年ま

ででした。70年代の初頭、それ以降にほかの国々も追随いたしました。そのときに二つ社

会保障議論において重要なテーマがあらわれます。まず一つ、労働力不足という状況があ

りました。そしてもう一つが低出生率ということです。

ヨーロッパの国々によって、これに対処する戦略がそれぞれ異なっていました。北欧諸

国、デンマーク、スウェーデン等は、実際に女性の雇用を促進するということをやりまし

た。だからこそ育児ということに対して保障しなければならなかったわけです。一方、ド

イツ、スイス等は、いわゆる外国人労働者を導入することによって労働力不足に対応しよ

うとしました。したがって、女性の雇用を促進するということを明示的には行いませんで

した。これらの国々では、昔からの男性の生活維持者、つまり男性稼ぎ手というモデル、

これに固執しています。これを見ていただきますと、かなりの隔たりがありまして、今お

話した内容というのが当てはまります。北欧諸国ですが、給付内容からまず見ていただき

たいのですが、北欧というのは育児というのは労働と同じであるという考え方をしている

唯一の国々です。所得保障ということをやっています。女性がその間、世帯主であり続け

るということが可能になっています。ほかの国々においては無給、あるいは非常に低い率

での一律支給というふうになっています。これは社会保障体制全体の中でヨーロッパの場
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合、大変異常なことです。例えば労働市場から離れるということになりますと、それ以前

の所得との関連で支給率が決まるわけですが、母親とそれから育児ということに関しては

例外になっているわけです。そのような前の収入との関連性がありません。

それからどのくらいの期間、育児休業が可能なのかということですが、デンマーク、ギ

リシャというところは短いです。フランス、オーストリア、ドイツというようなところは

比較的長くなっていると思います。イタリアもオランダもそうです。ほとんどの国々にお

いてこどもが最高３歳までというのが育児休業の対象であるところが多いわけですが、一

部の国においては育児休業をまず出産直後に取るのではなくて、ベルギーの場合は４歳に

なってから取ることができます。イタリア、オランダ、スウェーデンなどもそうです。ス

ウェーデンとほかの北欧諸国のみが実際育児休業を取る権利ということを保障しています。

ほかの国々においては育児休業を先延ばししたいということになると、個別に雇用者と交

渉しなければならないということで、法的な権利を与えられている場合よりは親が弱い立

場になります。

こどもが７歳までの間で３カ月だけに限るという、先延ばしが可能になっているのがオ

ーストリアです。またヨーロッパのほとんどの国々においてパートタイム労働というのを

導入していますが、ここでも北欧諸国だけが権利として与えられています。ほかの国にお

いてはこれは労使契約の中でということです。パートタイム労働というのは、時間の調節

が容易であるということと、育児責任という観点から導入されたものですけれども、メリ

ットがありますが、デメリットもあります。パートタイムで働くということは、パートタ

イムの収入しかないということになるからです。ヨーロッパの多くの国々においてはパー

トタイムということになりますと、社会保障の支給の対象にならないということもありま

す。ですから母親がパートで働くことができるということは、育児にはいいかもしれませ

んけれども、それと同時に労働市場における分断が生まれてしまうということです。

父親に関して、図表２－１３の一番右側、すべての国、父親も育児休業を取る権利が与

えられています。もちろんそれを父親に提供したい国ばかりだったわけではありませんけ

れども、1993年につくられて、96年に改定されたＥＵの育児休業基準の中で各国各加盟国

とも父親に対して同じような権利を付与しなければならないとされたのでそうなりました。

だからといって実際にそういう選択が父親に本当に与えられているかということになると、

必ずしもそうではありません。オーストリアの場合には「権利を行使しなければ失われる」

（ユーズ・オア・ルーズ）というルールに基づく部分が６カ月となっています。どういう

ことかというと、父親は育児休業を取らなければその権利を失ってしまい、実際には母親

の不利益につながることになるからです。

後でこの家族政策の出生力に与える影響というところで見たいと思います。オーストラ

リアの場合には、基準が非常によかったのでプラスの効果でありました。しかしながらそ

れはあまりにもコストがかかるということで、半年の休業ということになりました。父親

に対して積極的なのはノルウェー、スウェーデンで、ほかの国々においては１～３％ぐら
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いしか父親は育児休業を取っていない。そうやって積極的に推進している例外的な国にお

いてのみ父親の育児休業があるということです。

育児休業の観点から保育ということをお話したいと思います。これはヨーロッパで一番

議論がある政策で、しかもこれが過去20年間で最も延長の対象になったからです。これに

関しまして男女ともに保育参加を求めることです。これは女性の労働力率がどんどん高ま

っているからです。育児休業を延長するということは、保育サービスの民間化と、個人化

という流れだということになります。ヨーロッパにおいて福祉国家のほとんどの場合には

母親が家にいることを許している、何らかの給付を提供している。かつてのように無給の

保育ということではなくなりました。ですから女性が仕事を無給で行うということはでき

なくなりました。逆に国のほうが公の形で保育を肩代わりするということにもなっていま

せん。

公立のヨーロッパにおける保育施設というもの、これも長い歴史があります。しかしな

がら、それに至った状況は各国違っています。例えばこどもの福祉ということがあります。

孤児の福祉、それから働く女性のもとで育てられるこどもの問題というのが一方にありま

した。それだけではなく、すぐれた勤勉な労働者としてこどもを育てなければいけないと

いうそういう考え方もありました。ですから公の保育ということに関しましては二つの考

え方があったわけです。

その内容というのは現在でもヨーロッパでかなり内容が違っています。多くの国々にお

いて国がサービスとして保育を提供しています。ヨーロッパのすべての国々において何ら

かの形で資金を出して保育をしているのは国ですけれども、それを実際に提供するのは異

なった組織だったり、あるいは民間の保育所、託児所であったりするということです。そ

れから通常は地方自治体が保育に関する制度を策定しています。それが使えるかどうかと

いうこと、それから国内における保育サービス提供コストいうのが非常にばらつきがある

ということを意味しています。ということになると、女性がどういうような保育機会を与

えられているのかなかなか調査しにくくなります。

90年代半ばの数字をここに示しました。それ以降の統計というのは、私が見つけたもの

は解釈がいずれもとても難しいものになっていました。大きな理由としましては、育児休

業が延長になり、育児休業後のこどもの、つまり４歳、５歳の保育率が非常に高くなりま

す。育児休業が長くなれば保育に関してもあまりニーズがなくなったのではないかという

ことを議論することができますが、全く違った観点から逆のことも言えるわけです。つま

り保育がなければ女性としてはほかに選択肢がない。つまり家にいてこどもを自分で見る

しかないではないかということです。３歳未満を見てください。フランス、ベルギー、そ

れから北欧の国々のみが何らかの形での３歳未満の保育を国として提供しています。児童

の保育に対する権利というのが、パートタイムベースではありますけれども、少なくとも

提供されているわけです。３歳から６歳の、公の保育率ですけれども、ポルトガルを除い

ては比較的高くなっています。また英国も相対的にいって低い率です。フィンランドもそ
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うですが、こういった国々においては民間の託児所がかなりあります。ここでは公のもの

だけ、国が資金を出して提供しているか、あるいは公立の保育所だけを示しています。オ

ーストリアを除くすべてのヨーロッパの国が３歳から６歳のこどもに対して権利を提供し

ていますけれども、だからといって均等に分配されているということではありません。

（図表２－１４）

保育サービスによってどのくらいの時間を過ごせるか。ドイツであるとか、中部ヨーロ

ッパの場合には短時間の保育サービスしか与えられていません、数時間です。一方、北欧

国においてはフルタイムのサービスになっています。ドイツ、オランダ、オーストリア、

そして英国、これはパートタイムだけの保育サービスになっているわけです。そうすると、

保育サービスが仕事か子育てかという選択を女性に与えていないということになります。

また家族の中で行われる保育に取って代わるのではなくて、それを補完するという意味し

かありません。

家族政策の中で一番最後の項目としてお話したいのが家族給付です。歴史的にほかと同

様に家族に対する手当給付ということでは、ヨーロッパでばらつきが見られます。特にフ

ランスにおいては女性が所得を得るということを目的に、早期に何らかの形での家族手当

が導入されました。これはヨーロッパの諸国では稀なのですが、当初から母親に対して給

付されていました。それからもう一つ、戦争の勃発によって、そのころは女性兵士がいた

わけですが、補助が与えられていました。あるいは戦後、これは栄養給付という形でこど

もがいる家族に対しての支給がありました。

1945年以降、そのほかの国に関しては特に高インフレ下で労使交渉が必要で、要するに

所得水準、あるいは賃金を引き上げるということではなくて、家族手当を補てんするとい

うことで、賃金を与えられています。要するに労働者にだけ給付されるという形になって

いました。こういったように経路が異なっているということで、現在、家族手当といった

場合には全く異なる目標、要するに社会的な正義、出生促進、福祉向上、貧困救済という

ことで行なわれているわけです。家族手当に対するアプローチというのはそれぞれ権利が

異なるということで、資格・権利も異なるという形でとらえることができます。一部の諸

国においては、例えば労働市場に参画している者にだけ支給される形になっております。

これは奇妙なもので、これは所得の補助ととらえられるのに、実際に労働に参画をしてい

ないような人こそ何らかの給付が必要ではないかと思われます。多くの国においては、家

族手当は普遍的ということで、要するにこどもがいれば支給されることになります。フラ

ンスの場合は第２子以降になっています。

また規制に関しても異なっています。例えば手当の給付の条件も異なっています。一般

論でありますが、これはこどもの数によって決まる。あるいは年齢によって決まる形にな

っています。こどもの数ということになりますと、当然これは出生率に対する影響も及ぶ

わけで、例えば多くのこどもがいる家族に関しては支援をすることになりますし、通常こ

どもの年が上がっていくとそれだけコストがかかるということになるので、一般にこども
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の年がいっていると手当が厚いということになります。ただしデンマークの場合はその逆

をいっていますが。

さきに述べましたように家族手当、これが主に導入されたのは所得、賃金の保障として

ということで、フランスだけは当初から母親に支給されていました。しかし70年代後半に

至るまで全ヨーロッパにおいてこの給付は父親に対して支給されていたわけです。という

ことは、要するに一家の大黒柱に対する所得補助ということです。最近ですと母親が家族

手当を支給されています。ただこれが雇用に絡んでいる場合は例外です。その場合は父親

に支給される形となっています。（図表２－１５）

このように家族に対する政策規制というのがヨーロッパの各国において異なることはわ

かりました。一般論としてヨーロッパの家族政策をパターン化するのが困難となっていま

す。これだけ多様であるということを踏まえて、家族政策が出生に対してどのような影響

を及ぼすかというのをどのように評価すればいいのでしょうか。人口動態的な検討を見て

みますと、実際それほど優位な影響はないことがわかります。ただ申し上げましたように、

こういった政策が効果を発していないということではなくて、主に比較研究というのが困

難であるということによるものです。というのは、単純化された仮説をおいて比較をして

いかなければならないわけで、そういった中で政策に付随する詳細を検討することができ

ません。当然家族政策といった場合にはほかの政策の絡みで見ていかなければならないわ

けで、これもなかなか考慮するというのが困難です。とは言いましても一つ政策の中で出

生率に対しても常に何らかのプラスの効果をもたらすものがあって、それがまさしく育児

休業ということになります。

いろいろな側面があります。一つには周知のように育児休業の期間、これは第２子、第

３子の可能性ということに関してはプラスの影響があるわけです。また給付手当の構造、

これも２子目、３子目を産むかどうかということに対してはプラスの効果があります。ま

た研究結果を見てもわかりますように、父親が育児休業を取るということであれば、それ

だけ第２子を出産する確率も上がります。（図表２－１６）

その中で一つの政策を例として挙げたいと思います。私どもの研究に基づいたもので、

オーストリア対スウェーデンということで見てみます。スウェーデンの場合ですが、80年

代における新しい政策手段があり、スピード・プレミアムというふうに呼ばれていました

が、これはかなり広くうたわれていました。スウェーデンの政策では第２子、第３子が前

の子が産まれてから３年以内に産まれた場合に、同じだけの手当を支給しましょうという

ことになります。これは非常に重要なスウェーデンにおける政策で、ほとんどの女性は第

１子出産後、フルタイムからパートタイム労働に切りかえるということになっていたから

です。第１子が産まれた後に切りかえるということだったので、仮にパートタイムだけで

仕事をするといった場合も第２子、第３子が産まれた後もフルタイム時の給与に基づいて

給付手当の支給の額を計算することになります。その結果、第２子、第３子の出産がスウ

ェーデンでは増加傾向を示しました。同様の制度をオーストリアでも導入しております。
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オーストリアの場合は90年の７月以降に出産した場合には女性の育児休業２年ということ

で認めることになりました。それ以前は１年でした。かつての制度では第２子で育児休業

を取りたいといった場合には少なくとも20週働かなければならないとしていました。とこ

ろが妊娠をしていてそして母性保護の期間の開始が育児休業のときと同等であるといった

場合には、この用件を満たさなくてもいいというふうにしております。そして次のこども

の場合も引き続き支給を受けることができるわけです。２年間休暇を取っている間に妊娠

をする確率、この２年間の枠ということで、１年間よりは妊娠をする確率か上がるという

ことと、それからもう一つには女性がこの制度を活用する率も上がったわけです。

図表２－１７からもわかりますように、次のこどもを出産するというペースも上がって

います。第３子しかここでは出していませんが、第２子に関しても同様な結果となってい

ます。1960年代は２番目のこどもが産まれてから第３子が生まれるまでの期間はだいたい

１年か２年となっていますが、このように時系列的に見ていきますと80年代、90年代はこ

どもが産まれる間隔が広がっています。90年代初頭においては、３番目のこどもが産まれ

るピークというのは、第２子目が産まれてから４年目というふうになっています。これは

育児休業延長ということになって、このように二つのピークが見られます。要するに２年

以内に出産をしたということで新しい制度を活用することができた人たちがいますし、も

う一つにはもっと遅く生もうということになっています。その結果、支給を受ける数も増

えて、96年にこの支給が廃止をされることになりました。そのかわりに父親が育児休業を

６カ月とれることになっております。定額支給ということで、金額は少なかったからです。

それからもう一つ重要な項目、このグラフとの関係ですが、女性でこの制度を最大限に

活用した人たちは最も学歴が高い女性でした。高学歴の女性の場合は複雑な制度を理解す

ることができるということで、よりこれを活用することができますし、もう一つにはこう

いった育児休業を活用するというその立場もよかったわけです。育児休業が出生やそのほ

か家族関連の制度に対して及ぼした影響を見ていくときに、だれがその利益を享受できる

のかということを見るのも重要です。さもなければ本当の意味でこの制度が果たして全体

的なＴＦＲに対して影響を及ぼすかどうかというのを知ることはできません。

育児休業には、当然もう一つの重要な側面があります。さきに申し上げましたように、

育児休業というのは雇用と、それから育児ということの関係で労働供給が増減をするわけ

で、いろいろな育児休業と労働に関連した検討がされています。二つの検討があります。

一つには育児休業によって出産後の職場復帰にどのような影響があるのかということを見

ています。これは出産のほうとは逆行しているわけですけれども、休暇が短ければいい影

響があり、長い休暇ということになりますと、これはマイナスの影響ということになりま

す。なかなか職場に復帰しないということになってしまうわけです。（図表２－１８）

また各国比較ということで見ますと、その影響というのが次のような形で表わされます。

ノルウェー、オーストリア、ドイツ、英国、イタリア、いろいろな研究がされていますが、

大体同じ結果が出ています。それから二番目の側面、これは出産の間、あるいは出産の後
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で雇用、労働に戻るかどうか。これは出産後、あるいは出産前と、第２子の前、あるいは

その後ということで、言い換えればこの育児休業を設けることによって職場に復帰をしよ

うというインセンティブが与えられることになり、これによって初産の年齢が上がってい

ます。というのは雇用条件、あるいは保険の条件を満たさないと、これだけの家族手当、

あるいは育児の手当の支給が受けられないとされているからです。

一つには出産に対するいい影響がありますし、もう一方において雇用に関してあいまい

な影響しかないわけですけれども、女性の雇用労働への関心はかなり上がってきています。

こういった状況下において家族政策が特に出生率に対してどのような影響を及ぼしている

かというと、何とも言えないのですが、冒頭に申し上げましたように家族政策というのは、

ヨーロッパ諸国においては最近のジェンダー政策の中核となっています。そういった中で

果たして家族政策が女性に対して労働市場におけるアクセスということで評価をされてい

るかどうか、家庭の維持ができるのか、そして入口、出口関係というのがどういうふうに

なっているのか、また男女労働者として、そして育児の担い手としてどういうふうにとら

えるかという点を考える必要があります。（図表２－１９）

政策内容を見てもわかりますように、この４点についてヨーロッパ諸国は全く異なった

様相を呈しております。ただ特徴的な点が一つあって、これはヨーロッパの家族政策で一

貫して見られるスカンジナビアとフランスの傾向があります。

こういった観点から見ますと、女性が労働市場にとどまることを認め、そして出産を認

めるような国というのが、全体的な出生ということに関しては一番いい結果が出ておりま

す。冒頭からありましたように、スカンジナビア諸国及びフランスは出生率がヨーロッパ

でも最も高いからです。ただしこれはどういうことかというと、政策立案者は異なった方

向を目指さなければならないということになり、ただ単に家族政策が家族を支援している

か、そして福祉の安寧につながっていくのかということだけではなくて、家族政策によっ

てジェンダーの関係が再構築されて、それによって出産、育児は可能となるからです。ま

たどのような形でもって家族政策によって家族と、それから職場、あるいは仕事との関係

が再構築されて、そして両立が可能となるのかも検討しなければなりません。

（図表２－２０～２－２５）

ただご存じのように労働市場は現在その構造上、実際に家庭と仕事との間の両立が不可

能な形になっています。通常女性が苦労して何らの形での両立を実現しようとしているわ

けですが、満足のいく結果は出ていません。よって、ただ単に家族政策を検討するのみで

はなく、出産に対する政策の影響といった場合には、労働市場を超えてこの労働市場の再

編ということを考えなければなりません。要するに家庭と仕事の両立というのは、ただ単

に家族の問題ということではなくて、労働市場の問題でもあります。ですから労働市場に

関する政策を変えることによって、その中で男女ともにこどもと家庭を持ちたいんだとい

うことを配慮し、またこれは将来にも持ち越すことができる課題ではないということを認

識しなければなりません。グローバル化、そして自由化の時代において労働市場の再編が
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可能かどうかというのは別問題ですが、何とか解決策があればと思います。ありがとうご

ざいました。（拍手）
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◆◆◆パネルディスカッション◆◆◆

問題提起
「少子化への政策対応：何が求められているのか？」

阿藤　誠（国立社会保障・人口問題研究所長）

午後のパネルディスカッションの前座役として、日本でどういうことが問題になってい

るのかということを披瀝したうえで、各国の専門家の先生に各国の事情、あるいはその地

域の事情についてお話をいただければという趣旨で最初に私がお話をすることになりまし

た。

ただ既に午前中の議論で相当国際的な比較の話が出ておりまして、その点かなりオーバ

ーラップする部分がありますが、主としては日本の、その中での特徴といいますか、位置

づけといいますか、その辺をはっきりさせるということを一つの目的にしてお話をしたい

と思います。（図表３－１）

早速ですが、出生率の動向は先ほどお話がありました。先進諸国の合計特殊出生率の多

くは70年代にいわゆる人口置換水準、現在の日本では2.08を下回りました。そして北欧諸

国、フランス語圏、英語圏の諸国の合計特殊出生率というのは80年代半ば以降にやや持ち

直して2.1まではいきませんけれども、1.7から2.1の間というところにいっているわけです。

それに対しましてドイツ語圏の出生率は70年代半ば以降に低下してその後ずっと低水準の

ままで推移しているのが全般的な状況です。オランダは最近少し持ち直しております。

（図表３－２～３－５）

それから南ヨーロッパ諸国です。出生率の低下はやや遅れて、80年代に置換水準を下回

ったのですが、その後下がり続けて、現在先進国の中で最も低水準のグループにあるとい

う状況です。その中で80年代半ば以降について言えば、日本の出生率の動向というのはド

イツ語圏、あるいは南ヨーロッパ諸国とよく似ているという状況にあるわけです。

（図表３－６）

70年代の半ば以降の出生率の低下、これを日本では少子化と呼んでいますが、それがど

ういう人口学的なメカニズムで起こったかということです。この点で先進国の理由は共通

しており、出産の高年齢への先送り、先延ばし、などによって起こっていると考えられて

います。既に先ほどゴリーニ先生かネイヤー先生からそういうグラフが示されたと思いま

すが。要は全体に出産が20代から30代へと先送りされていることによって起こっておりま

す。（図表３－７）そのことは、日本の例ですけれど、20代の女性の未婚率、あるいは30

代前半の未婚率が大きく上がっていることにあらわれています。さらには結婚した人の初

婚年齢がどこの国でも大変上がっています。そして出産年齢もほぼ30年間上がり続けてい

ます。（図表３－８～３－１０）
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ただ、現在先ほど出ましたようないわゆる高出生率グループと低出生率グループを比較

してみますと、高出生率グループのほうは30代での出生率の上昇、よく人口学のほうでキ

ャッチアップと言いますが、この30代での出生率の上昇が顕著に起こったということで全

体の出生率が80年代から比較的持ち直しているのですが、日本を含む低出生率国のグルー

プでは、そのキャッチアップ現象が大変弱いにもかかわらず、20代の出産が下がり続けて

います。これによってあえて言えば超低出生率グループが存在してということになるわけ

です。

ただ、人口学的メカニズムの中で、２つのグループの間で大変違う現象がもう一つあり

ます。それは高出生率国グループでは、この間に同棲婚外子の傾向が大変広がって、いわ

ば晩婚、晩産の先送り現象を緩和したという側面があるわけです。それに対して低出生率

国のグループでは、特に日本並びに南ヨーロッパ諸国では、同棲婚外子がほとんど広がら

なかったということがあります。（図表３－１１，３－１２）

これはよく出されるグラフですけれども、先進諸国の間で比較してみますと、婚外子割

合が高い国ほど合計特殊出生率が高いという傾向が大変顕著であります。（図表３－１３）

日本と南ヨーロッパ諸国における婚外子比率の低さというものが何を意味するかというと、

あえて言えば伝統的家族規範の強さ、別の言い方をすれば恐らくライフスタイル選択の自

由度の低さを反映したものであろうと思われます。

そういった未婚化、晩婚化、晩産化、少子化、あるいは国によっては同棲婚外子の増大

の背景にはどういうことがあったのか。これも既に午前中に触れていましたが、先進諸国

に共通する背景の一つは何といっても女性の社会進出に伴う仕事と家庭、家庭といっても

家事、育児、介護を含むものですが、の両立の難しさが増したということであろうと思い

ます。（図表３－１４）

先進諸国においては、60年代以降女性の高学歴化が続いてきましたが、特に90年代、そ

の傾向が大変顕著になっております。言うまでもなく高学歴化というのは、賃金ポテンシ

ャルの上昇をもたらします。そして同じく先進諸国においては70年代以降こどもを産む年

齢、再生産年齢期間の女性の労働力率が上昇を続けてまいりました。この女性の就業機会

の拡大というのはよく言われるように育児の機会費用、オポチュニティ・コストというも

のを高めたと言われているわけです。（図表３－１５，３－１６）

ですから女性の労働力率が上がっていく国は出生率が下がる傾向が確かに1970年代に見

られたわけですが、先ほどもゲルダ・ネイヤー先生からお話があったように、90年代にな

りますとむしろ一種のパラドックスが起こってきております。これは北欧諸国、フランス

語圏諸国、英語圏諸国、いわゆる高出生率のグループでは女性の労働力率も出生率もとも

に高い傾向があり、ドイツ語圏諸国では女性の労働力率のみが高く、出生率は低い。そし

て日本と南ヨーロッパ諸国は両方とも低い。そういう傾向が見られているのです。

高出生率国グループでは、この子育ての機会費用を押し下げる何か社会的、政策的な条

件が働いているのに対して、低出生率国グループでは、この子育ての機会費用を高める社
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会的、政策的条件が働いていないものと推測されます。（図表３－１７，３－１８）その

ような社会的、政策的条件の一つは、言うまでもなく先ほどから出ております家族政策、

あるいはもっと広い意味での社会政策でありますが、もう一つは、この図にありますよう

に家庭内における伝統的性別役割分業意識の強さではないかと思われます。いわゆる「男

は仕事、女は家庭」という意識はヨーロッパ、アメリカでも1960年ごろまで大変強かった

わけです。それがその後変わってきました。しかし大きく変わった国と変わらない国があ

ります。そのことが子育ての容易さ、難しさにつながっているのではないかということで

す。（図表３－１９）

次に家族政策に話を移しますが、一つは低出生率、日本では少子化と言いますが、少子

化そのものへの政策的関心がどの国でも同じようにあると我々は思いがちです。ほかの国

ではどうかといいますと、先進国の中でいわゆる出生促進的な政策目標をある程度はっき

り掲げている国はフランス、あるいはフランス語圏の幾つかの国に限られるというふうに

思います。これは実際に国連のアンケートでそういう結果があらわれています。いわゆる

日本や南ヨーロッパ諸国のように、それからドイツ語圏もそうですが、低出生率国グルー

プでは、確かに国連のアンケートで出生率は低過ぎるという認識を持っているわけですが、

出生促進的な意図は否定しております。一つはこのディスカッションでもなぜそういう出

生促進的な政策目標が忌避されるのか、この理由について議論できたらいいと思っており

ます。（図表３－２０）

具体的に子育て支援の政策は大きくいって二つありまして、一つは女性の社会進出に伴

う仕事と家庭の両立の難しさをどう緩和するか。つまり仕事と家庭の両立支援策でありま

す。もう一つが子育ての経済的支援。これが大きな二つの柱になります。その両立支援の

ほうをさらに二つに分けますと、一つは、これも先ほど大分議論がありましたように、出

産・育児休業制度というものであります。これについてはゲルダ・ネイヤーさんのお話が

あったので、図表のほうは省きます。いわゆる出産休暇の長さと、その所得保障といいま

すか、手当というのは各国間でそれほど大きな差はないと言うことができます。それに対

して育児休業制度のほうは、時代的には70年代以降に発達したというせいもあるのかもし

れませんが、制度、休業期間、それから手当の手厚さという点で国により大きな違いがあ

ります。（図表３－２１）

北欧諸国は所得保障型、賃金の何パーセントを保障するという形です。フランス語圏、

ドイツ語圏では一般的に一律手当型、そして南ヨーロッパ、英語圏諸国は保障がない、無

保障型の傾向があります。ただし日本とイタリアは所得保障型です。それから一番長い休

業期間が３カ月から３年間と大変多様です。一般的に一律手当型の国は３年間ぐらいです。

所得保障型は大体１年前後という傾向があります。それから休業中の給付、これは週単位

に直して支給総額が給与前賃金の何週間分に相当するかをあらわす完全保障期間で測って

います。その完全保障期間の長さを調べてみますと、これは第３子以上ですが、北欧諸国

とフランスでは40週間を超えるわけでありますが、日本も含めて他の国々は20週間前後が
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一般的です。詳しい図はお手元にございますので、後で見ておいてください。（図表３－

２２，３－２３）

もう一つの保育サービスですが、保育施設入所率というのは３歳以上～６歳のこどもに

ついてはほとんどの国が70％以上と差がそれほどありません。ただし日本はその中で50％

程度で、低水準の傾向が見られます。それに対して３歳未満児の保育施設入所率というの

は、先進国の間でゼロパーセントから60％と、大変大きな差があります。これも北欧諸国

とフランス語圏諸国では高くて、ドイツ語圏諸国、あるいは南ヨーロッパ諸国で低い、そ

ういう傾向が見られます。この点で日本は20％程度で中間的となっています。３歳未満児

の保育施設入所率と出生率の間には幾分か正の相関があって、保育所入所率が高い国ほど

出生率が高い傾向が大まかながら見られる。それに対して３歳以上～６歳児についてはそ

のような傾向は見られません。（図表３－２４～３－２６）

それから両立政策の中で忘れてはならないのは、北欧諸国を中心として男性の育児への

関わりを高める目的で出産時に１、２週間のいわゆる父親休暇が義務づけられており、法

定育児休業の中でほぼ１か月間（４週間）を男性に限るという、日本ではパパクォーター

と呼んでいますが男性だけがその権利があるという制度を導入しています。それがあるの

はスウェーデン、ノルウェーですが、男性の育児への関わりを高める努力が一方であるの

です。

結論的に言うと仕事と家庭の両立支援策というのは、全体としてまず北欧諸国で手厚く、

ついでフランス語圏諸国が続き、そして日本を含めて他の諸国は両グループに比べて低水

準であると言えるのではないかと思います。（図表３－２７）

２番目の家族政策の大きな柱は、育児の経済的支援策であります。これも図表は省きま

すが、まず児童手当制度につきましては、ヨーロッパ諸国の児童手当制度には支給率、適

応年齢について大まかに言えばそれほど大きな差は見られない。歴史的変化も小さいとい

う傾向があります。しかし中で一部英語圏諸国と日本の水準は大変低いということが言え

そうであります。それから所得税における控除というものがありまして、先ほど申しまし

た一部英語圏諸国と日本はむしろ税制における控除が経済的支援の中心になっている傾向

があります。（図表３－２８）

経済的支援全体としては、これはフランス語圏諸国が最も手厚く、そして北欧諸国、ド

イツ語圏諸国がそれに続き、南ヨーロッパ、英語圏が最も低水準です。日本は先進国中、

低水準のグループに属するのではないかと判断できます。（図表３－２９，３－３０）

家族政策全体としてあえて大まかに結論を言うとすれば、北欧諸国とフランス語圏諸国

は仕事と家庭の両立支援と育児の経済的支援の双方において最も手厚い政策を行っている

と思われます。問題は両グループの高出生率というものがこういった家族政策の手厚さに

よるものなのかどうか、この辺はひとつ議論の焦点になろうかと思います。逆に日本と南

ヨーロッパ諸国、それにドイツ語圏諸国は全体として家族政策が弱い。これらの国のグル

ープの低出生率というものはこのような家族政策の弱さによるものなのかどうか。あるい
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はほかの理由なのか、これもまた議論の焦点であろうと思います。

もう一つ逆説的な話でありますけれども、英語圏の諸国は全体として家族政策が最も弱

いわけです。それにもかかわらず出生率が最も高いグループにある。一体それはなぜなの

かということも議論する余地があろうと思います。（図表３－３１）

そういう出生率の動向、その背景、そして家族政策の現況、そこにおける日本の位置と

いうものを知ったうえで、このパネルディスカッションでどういう議論をしていただきた

いかということを10項目ほどにまとめております。これは既にお手元のパンフレットに書

いてございますが、一応繰り返します。

まず第１には、先進諸国において合計特殊出生率が人口置換水準以下に低下したままの

状況が続いている。その人口学的、社会経済的理由をどういうふうに考えるか。もちろん

私自身は今先進国全体に共通する最も重要な理由を提示したわけですけれども、ほかにま

だいろいろ理由があるのかどうかということであります。

第２番目には、この長期に続く少子化によって、いわば予想を超える高齢化の見通しが

出てきている。これはどこの国の人口推計でもそういう見通しだと思いますが、そういう

現状のもとで、いわゆる高齢化問題全般への国民的関心がどのように高まっているのか。

日本では少子高齢化という用語ができまして、それ自体が大変国民的な用語といいますか、

一般的な用語になっています。一体ほかの国ではこの問題への関心はどうなのでしょうか。

３番目には、日本では、少子化問題への政策対応において直接的に出生率の上昇を目指

すべきではなく、もっと幅広く子育て環境の改善を目指すべきだ。そういう意見がアンケ

ート調査等によっても多数を占めております。この点ほかの国では国民の間における直接

的な出生促進、あるいはそういう考え方、あるいはもっと一般的に人口政策への反応とい

うものはどういうものなのでしょうか。これをお聞きしたいと思います。

４番目には、少子化への政策対応としては、先ほどご紹介しましたように、主として

「子育ての経済的支援」と「仕事と家庭の両立支援」という二つの大きな柱があると考え

られますが、特にこの少子化対策としてこの両者の間で重要度に違いがあるかどうかを考

えてみたいと思います。

５番目に、子育ての経済的支援の中心は、先ほどもご紹介しましたように、直接的な現

金給付としての児童手当と間接給付としての税制優遇措置というものがあります。先進国

の中にはこれらを１本化して、例えばスウェーデンのように児童手当１本にしている国、

あるいは並存させているフランスや日本のような例があります。これについてはどちらか

の給付を優先させている国にはそれなりの何か理由があるのかどうか。また両者が並存し

ている国は１本化の議論があるのかどうか。こういうやや具体的な政策論の話ですけれど

も、お聞きできればと思っています。

６番目には、日本では児童手当制度の拡充の提案が90年代に入ってからたびたびありま

した。しかし多くの場合厳しい財政状況下でとてもお金の余裕がない。あるいはそもそも

そういう児童手当の拡充ということが少子化対策として効果がないのではというさまざま
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な理由でしばしば却下されてきました。過去に一部手当の変更がありましたけれども、総

額としてはほとんど経済的支援が増えていないという状況です。逆にヨーロッパ諸国では、

イギリスも含めて大変手厚い児童手当を支給している国が多いわけですが、どういう理由

でそれが支持されているのかということをお聞きしてみたいと思います。

７番目には、子育て中の女性の就業、特に３歳未満児を持つ女性の就業に関しては日本

でも大変議論がありました。昨日、一昨日の国際ワークショップでも、３歳未満児のこど

もについては本当に保育所一点張りでいいのか、それともやはり母親がケアをしたほうが

いいのかということが議論になりました。そういう点で、各国ではこの問題について国民

世論がどういうふうに考えているのかということをお聞きしてみたいと思います。

８番目に、仕事と子育ての両立支援策としての育児休業制度の期間と所得保障はどこま

で充実させることが望ましいと考えられているのかということであります。期間というの

は、例えば３年間という長い休業期間が望ましいのか、あるいはそうではなくて、１年ぐ

らいの方が望ましいのか、それから所得保障の程度がどのぐらいがいいのかということで

す。この点は国によってかなり違いがあるのですが、その辺についてお伺いしたいという

ことであります。それから先ほどご紹介しましたように、男性の育児参加を促進するため

にさまざまな施策があるわけですが、そういう促進策に対する意見というものは各国でど

うなのかということです。もちろんそれをすでにかなり推進している国については、さら

にそれを増やすような努力があるのかどうかというあたりもお聞きしてみたいと思います。

９番目に、日本では女性の就労希望の増大によって保育サービスの供給不足が問題にな

っています。小泉首相が保育所待機児童ゼロ作戦を強力に推進せよ指示したことを聞いて

おりますが、この家庭外保育サービスをこれからも充実させていこうというのが基本的な

政策方針になっております。しかしこの保育サービスの提供を一体だれが行うのか、公な

のか私なのか、そしてその公的なサービスというのはどこまで整備されるべきだと考えら

れているのか、この辺各国の事情をお聞きしてみたいと思います。

最後にまとめの意味で、あくまでも比較の話ですけれども、比較的出生率の高い北欧、

英語圏、そしてフランス語圏の国々では一体何が高出生率の理由だと考えられているのか、

家族政策は出生率に有利に働いていると評価されているのかどうか。逆に出生率の低い国

については家族政策を強化すれば出生率が上昇すると考えられているのかどうか。そうで

ないなら一体何が出生率を上昇させることができると考えられるのか。こういったあたり

を短い時間ではありますけれども、もし議論していただければ、きょうお集まりの聴衆の

皆様はもちろんですけれども、政策担当者の方、あるいはこの分野の研究者の方に大変参

考になるのではないかと考えます。よろしくお願いいたします。
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パート１
勝又（司会） ただいま阿藤所長からお話がありましたように、いろいろな関心がある

わけですけれども、私どもとしましては本セミナーではさまざまな層の方に聴講いただい

ているということで、幾つかのポイントについてお話を伺いたいと思っています。

なお、お話の聞き方は、ランダムにこちらからパネリストを指名させていただきますけ

れども、パネリストの先生方がもし他の発言者につけくわえるようなことがございました

ら、どうぞ私のほうにお示しいただきまして、追加の発言をしていただきますようにお願

いします。

それではまずディスカッションポイント、討論のポイントの１で、先進諸国において、

合計特殊出生率が人口置換水準以下に低下したままの状態が続いている人口学的、社会経

済的理由は何か。この問題、超低出生率の問題に頭を痛めているといいますか、先ほどご

紹介がありました南ヨーロッパの国の一つでございますスペインから、今回パネリストに

ご参加いただいておりますアナ・カブレ先生は、どのようにお考えになりますでしょうか。

アナ・カブレ どうもありがとうございます。

何が理由でこれだけ根源的な出生率、また家族そのものの変化がもたらされたのか、な

かなか理由は難しいですけれども、私の国スペインにおいてはこの変化というのは過去25

年間生活のあらゆる側面において見られた劇的な変化と関連があると思われます。

我が国においては、政治の分野においても大転換がありましたし、また国の歴史始まっ

て以来初めて過去25年間民主主義が貫かれてきたという状況がありました。その間、法律

の改定もあり、あらゆる分野における女性の平等な権利、それから18歳で成人するという

ことですけれども、18歳未満の青少年の権利が確立されました。

また国際的な分野との関連でも、スペインは1986年にＥＵに加盟したことをきっかけに、

生活のあり方が大きく変ってしまいました。70年代スペインにおいては景気の低迷が続き

高失業率でした。労働人口の25％近い人が失業していた深刻な状況も、その間ありました

がその後大きく変わりました。

女性の置かれている状況も機会均等あるいは平等な権利という観点からだけではなく、

労働参加率、労働力率の上昇という観点からも大きく様変わりをしたわけです。さらに教

育という観点からもスペイン女性は男性よりも高等教育の履修率が高くなりましたし、大

学入学者についてもヨーロッパ平均よりもスペインの女性の大学入学率は高いという状況

になっております。これだけ劇的にあらゆる事柄が変わって、その結果家族も、また社会

における男性、女性の果たす役割も大きく変わってきたわけです。いわば家族モデルの転

換期でした。

男性が稼ぎ手であって、女性が家事をやってという、相互補完的な役割モデルだったも

のが、まだ完全な意味で平等、対等ではありませんけれども、それに近づいてきたという

状況があります。またこの転換期には非常に先行き不透明感、不確実性というものが拡大

をしたこと一方、将来が不確定であるから、家族生活にかかわるありとあらゆる意思決定
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が先延ばしされるという側面もあったと思います。特に南欧においては将来の不安がある

と思いますし、また完結出生率にも影響が出てきました。これは一過性と思いますが、幾

つかの原因でかつてと比べると出生率が非常に低い状況が続くだろうと思っています。

勝又 今壇上に上がっていただいている先生方の国は、右からクヌズセンさんがデンマ

ーク、ルタブリエさんがフランス、そして今お話いただきましたカブレさんがスペイン、

そして一番左にお座りのブラウさんがアメリカと４カ国になっています。

低出生率ということで申しますと、私どもマスコミなどで聞いております話では、デン

マークはある意味では低出生率をいろいろな形で克服した国と理解しております。デンマ

ークは低出生率を克服した国ではありますけれども、これまでさまざまな形で努力してや

っと克服したと理解しておりますが、克服した国のデンマークにお住まいのクヌズセン先

生から見まして、この合計特殊出生率が人口置換水準以下に低下したままの状態が続いて

いる人口学的、社会経済学的理由というのを、どういうふうにお考えになりますでしょう

か。

クヌズセン 先ほどお話がありましたとおり、デンマークというのは一番低い、極端に

低い出生率の国とは考えていません。つまり、ゴリーニ先生がおっしゃったような意味で、

超低出生率国ではもはやなくなったわけです。カブレ先生がいらっしゃるスペインにおい

てもいろいろな措置がとられていますが、それらをさらにずっと早くからスタートしたと

いう状況ではないでしょうか。

また、変化に関しても早く起きた。例えば女性の労働力率も早くから高まって、また高

学歴化ということもどんどん進みました。そして女性が、例えば子育てにおいても仕事に

おいても、労働市場のレベルでも機会均等が実現されていた。したがって、家族の中にお

いても平等であった言えると思います。

デンマークというのは北欧諸国の１国という意味で、文化的に、また、政策措置という

ことで、家族政策に関する考え方も共通した伝統的なものがあったと思います。こどもに

対する政策ということに関しての考え方も、社会連帯的なものがありました。

出生率という観点から、いわゆるキャッチアップを果たすことができたのは、例えば70

年代、出産、子育てを先延ばしにしていた人たちが、こどもは持ちたいと思ってはいたの

だけれども、本当にもう少し待ちたいと思っていた人たちであったということが明らかに

なりました。50年代のコーホートと、それよりも少し前に生まれたコーホートを比べると、

50年代のコーホートのほうが出生率は低くなっています。

デンマークにおいて、家族は共稼ぎというのが基本であるというふうに考え方が完全に

変わりました。したがって、男女ともに成人と呼ばれる期間は、労働市場に参加している

のが普通であるということ。たまたま自分は女性で、労働市場に参加をしていて、そして

その次に家族を持つ母親であるという、そういう順番認識になってきています。ですから、

仕事をしながらも家族を持つことができる、それをどう支援したらいいのかという支援策

についての考え方になります。仕事と、家庭の両立を支援するというのが考え方の中心に
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なっています。

勝又 そうしますと、比較的早くさまざまな問題に気がついて、さまざまな政策を行っ

たがゆえに、いまデンマークはそういう状況にあるわけですね。

２番目の質問に移りたいと思います。ある時期にやはり少子化であったがゆえに、どの

先進国についても言えることですけれども、やはり高齢化の問題、特にいま急速に少子化

が進んでいる国では、少し将来の高齢化の問題なのかもしれませんけれども、少し前に少

子化があって、いま現在そういうものを克服している国にあってもやはり人口構成の高齢

化という問題が非常に関心が高いと考えるわけです。これは日本においては非常に関心が

強いわけですけれども、高齢化問題全般への国民的な関心というのは、デンマークではい

かがなのでしょうか。

クヌズセン これは、低出生率とは全然関係ないことだと思われていると思います。つ

まり高齢化と少子化というのは別々に考えられています。議論も別々にされているという

ことです。高齢化というのは、主に経済的な議論というふうに考えられています。60年代

のコーホートは非常に人口が多くて、68年も同様にずっと非常に甘やかされて育った人た

ちが今度は年金生活者になったときに、社会の経済的負担は非常に大きくなると言われて

います。そういう意味で高齢化は社会の健全性をどうたもつかという観点から議論されて

います。出生率の傾向と、それから高齢化ということをつなげて論じる人がいないわけで

はありませんけれども、これはまれですし、高齢化というのは経済の問題であると考えら

れています。

それからもう１つ、労働力不足ということが大きな議論で、これは低出生率、少子化と

関係があると議論されています。移民をふやすことによって労働力不足を解決するという

ことに関しては、国民の反対意見が多いので、低出生率の関連で議論されています。

勝又 日本と違うなと思います。最近、高齢化と少子化をくっつけた形で、少子高齢化

との言葉にされて議論されることが、私どもの周りでは多いわけです。それはある意味で

こどもが減っていくと、いままで考えていた以上に高齢化が早く進むのではないか、早く

進んだ場合は、どうそれに対応していったらいいのかという、不安もあおっているわけで

す。ほかの国で、もし少子化と高齢化というのを非常に近づけた形で議論されるような国

があるかどうか。もしあったらば、どういう議論がそこにあるのでしょうか。

ブラウ アメリカ合衆国では、答えはノーなのです。つまり、デンマークと同じように、

この２つの問題は全く別々の問題というふうにとらえられています。

高齢化問題というのは、言ってみれば共和党と民主党のあいだの不毛な議論であると考

えられています。共和党の場合には社会保障を民営化したいということが背景にあって、

しかし、それはそれなりに代価を伴うだろうと。一方、民主党の場合は、現行制度を全く

そのままで継続したい。しかし、それをやっていくことにもまたコストが伴う。賦課方式

になっていますので、高齢化が進むにしたがってより多くの退職者を、より少ない数の労

働者が支えなければならないという状況になるということです。
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しかしながら、デンマークと同じように、少子化と高齢化というのを一緒につなげた議

論は行われていません。

ルタブリエ フランスの場合ですけれども、アメリカとは対称的と言ってもいいと思い

ます。つまり、高齢化問題と少子化問題は一緒の問題ということで、つなげて議論されて

います。ただし、強調されているのは主に経済的な議論です。高齢化、それから人口減少、

これが経済に与える影響ということで、とりわけ年金債務問題ということが大きく議論さ

れています。

労働人口をふやさなければいけない。そしてまた、雇用も促進しなければいけないとい

う方向になってきているわけで、この２つの問題に関しては、そちらの方向への解決策の

模索が続いています。少子化問題というのは、家族政策分野において議論されることが多

いと思います。

勝又 そうしますと、やはり高齢化と少子化ということはもちろん関係があるわけです

けれども、議論をされる観点と、それから議論される場が非常に違うということですね。

きょうは少子化の問題に絞ってお話を伺いたいと思いますので、次の討論のポイントに移

らせていただきます。

日本では、少子化の問題への政策対応において、出生率上昇を目指すべきではなく、子

育て環境の改善を目指すべきという意見が多くあります。国民のあいだにおける出生促進

政策、あるいは一般的に人口政策への反応というものはどのようなものでしょうか。先ほ

どイタリアの例はゴリーニさんがお話しされたのですけれども、それぞれの国でいかがで

しょうか。

では、いまいろいろ少子化のことで非常に注目されているスペインはいかがでしょうか。

人口、出生率上昇を目指すべきではなく、子育ての環境を改善すべきというような議論と

または、出生促進政策をとるべきであるというような議論はいかがでしょうか。

カブレ スペインにおいては、過去２５年間、家族政策とかあるいは人口政策とか、は

っきりとそういった形で打ち出されたものは全くありません。

唯一の人口政策というのはフランコ政権下の頃のものだけで、したがって一般の人々も

そういうものが出されてもよく検討もせず、また受け入れもしないと思います。ここまで

低い出生率というのは危険であるという警鐘を鳴らす人たちがいましたけれども、これは

高齢化の問題、それから年金の問題から言われただけで、政府側からの警鐘ではありませ

んでした。むしろ銀行、保険会社というようなところ、つまり民間保険を売り込もうとす

る人たちが力を入れて言っていたと思います。

現在、政府は、年金制度改革を十分に時間をかけて行えば、年金問題は解決できるとい

うようなことを表明しています。したがって、たしかに低出生率だったのですけれども、

その間それを直そうというような政策は出てきませんでした。

その後、大幅ではありませんけれども出生率が若干回復し、傾向として変わったという

ことで、家族を支援するためのいろいろな措置を行うべきであるという意見が国民のあい
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だから出てきました。これも家族政策とか人口政策という国が行うことではなくて、一般

の支援策ということです。

来年は、地方、国、あらゆるレベルにおける選挙が予定されています。そして政党のキ

ャンペーン活動では、家族関連を中心としたいろいろなキャンペーンを行っています。例

えば保育所であるとか、いろいろなものが公約として出されているわけです。いま、さま

ざまな家族関連の公約が出されているのですが、政府はこのような家族を支援してほしい

という国民からの要求に対応しなければならなくなってきています。少なくとも政治家は

それを敏感にかぎとって公約にしていますし、耳は傾けているという姿勢を示していると

いうことです。

勝又 政策的に誘導されたというよりは、人々の中からそういうニーズが出てきて、そ

の結果、家族政策に類するような形でのいろいろな政策が行われようとしているというよ

うな理解ですね。

それでは、いわゆる出生促進政策、先ほど阿藤所長のご説明のところにもあったのです

けれど、歴史的に出生促進政策をとっている国は非常に少ないけれども、例外としてフラ

ンスは出生促進政策をとってきたとご説明があったのですが、フランスにおいてはどうな

のでしょうか。出生促進政策なのか、それとも子育て環境の改善のほうを優先するべきな

のかと、そのような議論はあるのでしょうか。

ルタブリエ フランスは、おっしゃるとおり非常に出生促進型の政策をとってきました。

現在でも、そういう部分がたくさん政策の中にあります。例えば、家族手当ですが、きょ

う午前中の基調講演の中でもありましたとおり、第２子以降、家族手当は非常に手厚くな

っていますし、第３子以降になるとさらに手厚くなる。これは、大家族を優遇する、保護

するという方向になっていると思います。

現時点において国民は、明示的な出生促進政策というのはあまり望んでおらず、育児、

保育、そしてそれに対する支援策を望んでいると思います。それはまさに、政府が数年来

やってきた方法でもあると思います。

勝又 人々のニーズというものが政策を変えてきているということなのでしょうか。

ルタブリエ そうです。人々の要求が変わってきている。なぜかというと、必要が変わ

っているからということがあると思います。

女性が労働市場にどんどん参加をする、進出をするというその事自体が非常に社会に受

け入れられるようになりました。また、国家の家族に対する介入が正当性を持ってきたわ

けですけれども、人々の要求というのは、むしろ保育の支援ということと仕事と家庭の両

立支援となっていると思います。この点に関しては、広い領域で大変に議論になっていま

すし、新聞紙上や労働組合、それから財界、また政治の分野でも盛んに議論されているテ

ーマです。

勝又 一方、さまざまな形で家族政策を進めてきている北欧諸国においてはどうなので

しょう。出生促進政策という言葉自体に、先ほどちょっとアレルギーのようなものがある
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国もあると聞いたのですけれども、もともと家族政策を進めている、そういう国では、出

生促進政策に対する国民の反応はどういうものがあるのでしょうか。

クヌズセン おっしゃるとおりだと思います。つまり、あまり積極的に、そういった出

生促進策に対して国民は反応をしないだろうと思います。自分の人生は自分で決められる

べきである、いつ家族を持ち、いつこどもを産みたいかというのは、個人が決める権利が

あるのだという考え方です。

フランスが最近だんだんそうなってきたということですけれども、フランスとは違いま

して例えばスウェーデンでは昔から仕事と家庭の両立支援がありました。そして、この両

立支援というのが、家族政策の一番中心的な問題になり続けていて、どうすれば家族生活

をよりいいものにできるかが議論の焦点でした。

家族を持っている人たちがみな楽しく、すばらしいこどもを持って幸せだ、そして自分

がやりたいこともやる時間を持っているという状況ができれば、間接的にほかの人たちも

やはりもっとこどもを持ちたいと思うようになるだろうという政策です。そのような形で、

北欧諸国においては政策措置がとられてきました。

幼いこどもを持っている家族でも、例えば配偶者とのきずなを保ちながらいろいろなこ

とができるという社会です。こどもを持ちなさいと国民に言うのではなくて、一緒にこど

もと暮らせるように、暮らしやすいように支援していくということが中心です。

勝又 それでは、その家族支援ということで考えると、さまざまな方法があるというご

紹介が先ほど阿藤所長からもあったのですが、大きく分けて２つ考えてみたいと思います。

第４番目の質問に移らせていただきます。

いろいろな形で支援をするというときに、大きく言って子育ての経済的な負担を緩和す

るための経済的な支援ということと、いまお話がございましたように、仕事と家庭の両立

の支援という２つの大きな柱を考えるとするならば、お話を伺いますと、デンマークでは

仕事と家庭の両立支援というのが非常に大きな、政策においても重要事項になっているよ

うに思われます。この２つ、どちらも重要なことだとは思いますが。

続きましてクヌズセンさんに伺いたいのですがデンマークでは経済的な支援と、家庭と

仕事の両立支援とどちらが重要、どちらが効果的と考えられているのでしょうか。恐らく

仕事と家庭の両立支援のほうが非常に大きくクローズアップされているのだと思うのです

が、非常に難しい質問ですけれども、どちらが重要かというような議論などあるのでしょ

うか。

クヌズセン もちろんこういった領域それぞれに関する議論はありましたし、給付、手

当に関しても、どうすべきかということも話されています。また、どういったことを行え

ば、家庭と仕事の両立が可能かということも言われているわけですが、ただ、どっちをと

っておくのか、どっちを優先すべきかということは議論されていません。

というのは、これは両方必要であると言われているのと、それから、ご存じかと思いま

すけれども、先ほどのプレゼンテーションにもありましたように、デンマークでの手当と
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いうのは年齢が低いこどものほうが育児のためのお金が必要だからという理由で手当が厚

くなっています。

保育というと、これは公的なサービスが与えられており、親はある一定の割合を負担す

ればいいのです。そうすると、小さなこどもを持つ夫婦は若年齢だということもあります

ので、子育ての経済的な支援が公的に得られています。

経済的支援か育児支援かは両方をあわせて考えるべきではないでしょうか。そもそもデ

ンマークにおける育児の手当というのは、所得税控除、税制優遇措置の形をとっておりま

した。ところが、本当の意味で家族支援になっていないと言われていて、一部の政治家は、

むしろ実際に手当を出したほうが、家族支援が目に見えてわかるからいいという意見を出

してきたわけです。こういう手当を受けると、実際にこどものために何かを買ってあげる

ことができることになるので、こどものために使うお金ということでとっておくことがで

きる、留保できるということになります。

ただ、どっちが重要かということは言えないと思います。こういった２つの政策という

のは、２つ組み合わさるべきだと思います。

勝又 フランスは、先ほどの説明にありましたように非常に恵まれたといいますか、手

厚い児童手当を持っている国だと承知しているのですが、その中で、先ほどルタブリエさ

んのお話がありましたように、仕事と家庭の両立支援ということにも人々の関心が高まり、

それから女の人が働くことが普通になってきて、そういう中で要求が出てきているので、

両立支援というものも行ってきているというお話だったのですけれども、いま日本のよう

な財政状況が非常に逼迫している状況に鑑みますと、一方をふやせば一方を減らすという

ような議論はありませんか。日本の場合、どちらも大切だということがわかっていながら

も、一方に十分な給付を与えながら、またほかのところに新しい給付を生み出していくと

いうことは、なかなか財政当局として難しいということになってきて、どちらかにシフト

するというような議論になってしまうのです。フランスにおいては児童手当と両立支援と

いうものを調整していこうというような議論というものはないのでしょうか。

ルタブリエ 実際には、議論はありません。両方のあいだで、どういうふうにしていく

かというような議論はありません。というのは、フランスの場合は、一般的に家族手当と

いうのが非常に手厚いということと、これが政策課題ということで、優先事項に挙げられ

ているからです。ですから、両方とも大きな柱として重視されています。政府としては、

どちらかを選ぶということはしておりません。

ただ、どちらかを強調するかについては、70年代以降、子育てのための手当というのは

継続的に増額されており、家族手当は相対的に減少しております。全体的な予算を見ます

と、このあいだでの再分配ということになるわけですが、それ以降、児童手当は減額には

なっておりません。ただ、家族手当予算では、むしろ直接的なものというのは減額になっ

ていて、子育てのための経済的な支援予算ということでは、増額になっています。

育児支援は非常に多様なもので、国からの支援というのは、例えば子育てということで
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デイケアセンターですとか、あるいは保育施設というところにも支給されています。これ

は国による助成金、補助金というのが出されているわけですが、地方自治体が運用管理、

あるいはＮＧＯも運用管理にかかわっています。ですから、親に対する手当が出されてい

て、それによって子育ての負担軽減が図られています。

このような手当に関しては、経年的に大幅増額となっておりますが、特にこれは90年代

において増額されています。ということは、現時点においてこれが重視されているという

ことになります。さらに、税控除ももちろんあります。これは、扶養ということで税控除、

税優遇策が設けられているわけです。

阿藤 同じ質問を、アメリカのブラウ先生にお聞きしたいのですが、アメリカの場合の

家族政策というのは非常に弱いと言いながら、所得税の控除の点ではそれ相応のことをし

ているわけですね。逆に言うと、いわゆる子育てと仕事の両立支援のほうはほとんど公共

的な政策がない。

この辺のアメリカにおける考え方と、その背後にある考え方をお聞かせ願えればと思う

のですが。

ブラウ すごくいい質問だと思います。アメリカにおきましても、93年以降、若干両立

支援ということで、家族と、それから医療にかかわる休業、これは無給ということになる

わけですけれども、出産後12週を認める形になっております。

とは言いましても、あまり効果的なプランとはなっておりません。労働人口の半分にし

か当てはまらない、大手企業にのみ、そして、比較的就業年数が高い人だけに適用という

ことになりますので、実際には半数しかカバーできないということになります。カバーさ

れている中でも、これだけの権利があるのに結局無給でしか休業が認められていないとい

うことで、これを活用していない、要するに財政的に苦しいということになります。

総体的に言いましてアメリカにおいては、むしろ経済的な支援を子育てに対して行うと

いうことです。例えば税控除というのもそのおもだったものの１つですし、低所得者層と

いうことになりますと、税制優遇策が設けられておりまして、これも税控除の１つなので

すが、こどもがいる、そして共働きだといった場合にしか与えられないというものですし、

そのほかの助成金として、やはり両親とも働いていなければいけないという条件つきのも

のとなっております。

いまアメリカにおいては重要な議論の真っ只中にあって、仕事と家庭の両立支援という

ことでは、さらに何ができるかということが議論の的になっております。日本やヨーロッ

パ諸国よりもアメリカの場合は、むしろ家族にやさしい支援のコストというのが、政治家、

それからエコノミスト、そのほかこういった議論に参加している人たちが考えている点で

はないかと思います。家族にやさしい支援が非常に望ましい目標だというふうに思われて

いるわけですが、例えば有給休暇ということで、出産後の休業を認めるというようなこと

について検討されているのですが、このような形の政策が近未来的に導入されるというよ

うなビジョンはありません。
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むしろこれは、州政府が大きな役割を果たすことになります。アメリカは日本とは異な

りまして、州政府それぞれの政策構想を練っていて、１例を挙げますと、つい先月カリフ

ォルニア州ではある法律が通りまして、これは有給休暇を、出産後６週まで認めるという

ことを義務づけました。創造的な財政支援ということで、この資金というのは、一時的に

障害手当、失業手当というところから持ってくるということで、全体的な歳出額をふやさ

ずに、ほかの用途から別の用途へ持ってくるということをしています。

勝又 方法がいろいろ違ってくるということで、単に経済的支援といいますと児童手当

だけが手当、経済的な支援と考えがちなのですけれども、そういうことではなくて、税制

を通じたさまざまな支援策が行われているというところがアメリカとして非常に特徴のあ

るところだと思うのですけれども、アナ・カブレさん、いまのことについて何かつけくわ

えるようなことはありますか。

カブレ スペインの場合、税制控除ということで、若干ではありますが、これを認めて

おります。その額に関しては時折変わってきております。そのほか、もっと気前のいい控

除で、家族関係ではありながら、家族政策の一部ではないというふうに見られているのが

住居に関する手当で、スペインの場合は８割方の住居は所有という形態をとっております

ので、家を買うといった場合には、一種の家族手当であるとみなすことができるのではな

いかと思われます。現時点で挙がっている大きなニーズの１つとして、若い人たちへより

支援を手厚くすることによって、持ち家を購入することを可能にしようとしております。

１つ新しいこととして、育児手当があるわけですが、これは働く母親で、こどもが３歳

未満でなければならないとしております。その目的というのは、女性が労働市場にとどま

るようにするということが趣旨であって、出生率を上げることが趣旨ではありません。

ＥＵの目標として、2010年までに、経済的な活動をアメリカ並みにしようとしておりま

す。それに対する障害の１つが、女性の、特に南欧における就労率の低さにあると言われ

ており、女性の就業率の向上のための政策立案を行って、南欧諸国における女性の社会進

出を促そうとしております。これは労働政策ということになります。

勝又 子育ての経済的支援といっても、単に直接的な子育ての税金の税制優遇措置だけ

にとどまらず、いまお話のありましたように、例えば住宅とか、家族の生活や生活水準に

大きく影響するところで給付なり助成を行っていく、また、税金の控除を行っていくこと

を総合して行っているという印象です。

さて、先ほどもデンマークのお話がありましたように、いくつかの国では税制優遇措置

をやめて、直接現金の給付のほうに変えていくというような動きもあるわけですけれども、

それはさまざまな議論の中にあったと思うのですが、児童手当、児童手当制度自体につい

ては、日本ではいま議論をされているところです。

いままでも、先ほど阿藤所長からお話がありましたように、児童手当の拡充とか、支給

対象の年齢を広げるとか、そういうさまざまなことを行ってきたのですけれども、まだい

まこちらにお座りになっている国々で、児童手当のある国々に比べれば非常に低い水準に
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あると理解しております。

児童手当、特に先ほど、サービスをふやしても児童手当は政策としては絶対に減らさな

いとおっしゃっていたのはフランス、ルタブリエさんのお話ですけれども、いわゆる出生

促進政策の一部として、手厚い児童手当というのが出てきたという理解なのですけれども、

それはやはり効果があるとフランスでは考えているからなのでしょうか。

ルタブリエ そうです。とは言いましても、1997年、新政権が樹立されて、これは左派

ということになったわけですが、首相は若干この仕組みを変えようとしました。児童手当

の制度を変える、給付に関して見直すことになったわけですが、その提案について大きな

デモ、特に右派政党、それから組合等から、また、これは労組からも反対意見が挙がって、

結局のこのような改正を放棄せざるを得なくなったわけです。児童手当は、ユニバーサル、

普遍的なものということで、すべての家族に提供するものとして維持されてはいるのです

が、同時に、もう１つ提案が出され、税控除の仕組みを変えようということになりました。

改革の中身としては、税控除額の減額、これは高所得者層を対象にということになったわ

けです。そういう意味においてはルールが変わってきております。

一般論ではありますが、家族手当というのは、非常に家族にとっては重要です。これは、

直接的にこどもにかかわるコスト軽減につながるからです。ますます目的を定めた児童手

当が創設されており、これによって、最もそれを必要としている家族を支援しようとして

います。例えば低所得者層、あるいは母親のみの片親であるような世帯、これも重要視さ

れています。

勝又 フランスにおいては、児童手当が非常に定着した政策として行われていて、それ

を削ろうとすると非常に大きな反対世論がわき起こって大変な抵抗にあうというような印

象でしょうか。

ルタブリエ そうです、そういうことです。要するに、簡単にこれを変更したり、減額

することはできないということになります。家族政策の中で根づいているということで、

簡単に変えるわけにはいきません。

勝又 スペインのアナ・カブレさんに伺いたいのですけれども、まだ児童手当の規模も

少ないということなのですけれども、スペインにおいて、児童手当を拡充していくという

ような、それが家族政策の１つとして議論されているというようなことはあるのでしょう

か。

カブレ いままでは、児童手当はありませんでした。税控除のみという仕組みになって

おります。フランコ政権下においては児童手当という仕組みがあったわけですが、それが

そのとき凍結をされて、インフレの高騰とともに減額され、そしてほとんど名目的なもの

になり、数年前には、低所得者層にのみ、要するに少数派にのみ、若干の児童手当が支給

されるという形になりました。

近年、地方自治体政府の場合は相当ちがいがあるわけですけれども、児童手当というこ

とで、例えばナバラ州において支給されることになったわけですが、もしかしたらその結
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果かもしれませんが、ほかの州に比べてナバラ州の場合は出生率が早く上がっています。

また、カタロニア州においても、過去２年間に児童手当が支給されており、いまは全員に

対して支給されています。

スペイン政府としても、働く母親の場合、そしてこどもが３歳未満であった場合には、

月額で１００ユーロ支給するということになっておりますので、徐々にこういった児童手

当が異なる段階で導入されておりますが、まだまだ他国に比べて少額にとどまっておりま

す。

このような手当の必要性、その認識、意識ということと、税控除というのは、一般国民

の目にはそれほど効果的という形で見られておりません。特に少額の場合、あるいはその

児童のためと限定されている場合です。ところが、住居手当、住宅手当というと、これは

相当な額になるので、これは非常に目立つということになります。

勝又 日本においてもそうですけれども、どのくらいの額を手当として出していくのか。

経済的な支援、税制控除の場合も同じですけれども、経済的な支援といってもどのくらい

の規模で行われていくかということによって、それに対する国民の関心も大分変わってく

るものだと思います。

では、次の質問に移らせていただきます。

これは、ある意味でちょっと日本に独特なのかもしれないのですが、子育て中の女性の

就業、特に３歳未満児を持つ女性の就業に関して、日本では「３歳児神話」と呼ばれるも

のがあります。多くの母親が３歳までは自分の手で育てたいと考え、またそれが良いと信

じているということです。しかし３歳を過ぎ、とくに小学校にこどもが上がるとある程度

手を離れるので、その時から自分も再就職していくことを望む志向があるといわれていま

す。そういう考え、とにかく小さいとき、ゼロ歳児から３歳児、年齢は厳密ではありませ

んが、非常に幼いときにはこどもを自分の手で育てたいという国民的な世論というのはあ

るのでしょうか。この問は全部の国に聞いてみたいと思いますので、ブラウ先生、いかが

でしょう。

ブラウ アメリカでは、ご存じのように女性の就業率はとても高く、驚くかもしれませ

んけれども、乳幼児でも、つまり１歳以下、ゼロ歳児でも、ゼロ歳児の母親の半分、50％

が働いています。アメリカの世論は、女性は働いたほうがいい、働くべきであるというそ

ういう考え方です。特に低所得家庭の場合には、母親は働く、これは避けることのできな

い経済的な現実です。特に今日は比較的教育レベルの低い、そして所得レベルの低い、そ

ういう男性の失業が大変な問題になっていまして、就業率がどんどん下がっています。そ

して、まともな生活をするには、どうしても母親が働かなければならない、つまり共働き

でなければなりません。これは、低所得層の話ですけれども、高所得層の場合には、母親

は選択肢があるわけです。でも、選択肢があっても、ほとんどの乳幼児の母親、これは教

育レベルの高い母親でも、あるいは教育レベルが高くて、高所得の男性と結婚している女

性でも、自分は働きたいと思う女性が圧倒的に多いのです。もちろん女性自身としては、
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子育てが自分でできないことや社会全体として子育てを母親が家にいて行えないことが本

当にいいことだろうかという不安はあるかもしれませんけれども、アメリカの現実として、

働きたいと望むのです。そして、世論もそれを受け入れています。世論が受け入れるとい

っても中では、逆にしたい、昔に戻りたい、母親が家に残って子育てをしたほうが、男も

女もこどもも絶対そのほうが幸せだと、そういうふうに思う少数派もいますが。

勝又 スペインはいかがですか。アナ・カブレさん。同じ質問なのですが、３歳未満児

を持つ女性の就業について、国民世論といいますか、スペインの方々はどんなふうに思っ

ていらっしゃるのでしょうか。

カブレ スペインは、文化（価値）革命を経験しました。右も左も中道もみんなが、女

性が働くことはいいことだ、自立できるし、そのほうがいいという考えです。

ただ、それは理想であって、アメリカと同じように、経済的な現実としては、１人が働

いているよりは共働きのほうがいい、つまり共働きでなければ例えば家が買えないとか、

家賃が払えないということです。スペインでは家を買うのに所得の４割以上も必要なので

す。女性の賃金はほとんど住まい、住居にかけられます。したがって、女性は働かざるを

得ません。

若い女性はときどき混乱していると思いますけれども、スペインの女性はヨーロッパの

平均よりも出産年齢が低いです。ただ、年齢別に細かく分析していきますと、スペインの

若い女性はそれほど働きません。それはなぜかというと、まだ大学に行っているからです。

40歳以上の人が働かないのは、行動としてあまり働かないグループに入っているわけです

が、25歳から35歳のグループを見ると、ヨーロッパの平均よりも就業率が高いです。した

がって、20代、30代の若い既婚女性は働いているというのが常識であります。

１つ問題としては、こどもをどうするかという問題が残ります。もちろん男性は何かす

るべきだということを言われていますが、男性同士で集まって男性だけで話をするときに、

どのような話をしているのでしょうか。もっと子育てをするべきだ、もっと自分たちも参

加するべきだと、本当に彼らは言っているのでしょうか。政府としては、父親の出産休暇、

育児休暇を出すべきだということは言っていますけれども。

勝又 スペインの女性自身には、たとえ働いていたとしてもこどもが３歳になるまでは

仕事をやめて、というような考え方はないですか。

カブレ スペインの女性は、こどもを持つべきかどうかということに関しては懐疑的で

すが、働くことに関しては懐疑的ではありません。

昔は女性に離婚の権利はありませんでしたけれども、いまは離婚することができます。

長年離婚が禁止されていまして、離婚がほかの国ほど多くありませんでした。また、離婚

しても男性が育児の養育費とか扶養費をちゃんと払わなかったということもありました。

また、家に大変な執着があります。家を所有していれば、離婚しても自分は家を持つこと

ができます。特に18歳以下のこどもを抱えている場合には、どうしても家を持っていなけ

ればなりません。
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離婚法ができてからは、スペインの女性は男性に対して、疑惑の念といいましょうか、

いざというときのために、自分は家をしっかり守っていかなければならない。家を手放し

てはならない。主婦になるのは危険だと思っています。しかも、母親が娘に対して、自分

の好きなことをしなさい、自立しなさい、自分の収入を得なさいと言います。

勝又 いままで聞いていましたら、日本の３歳児神話というのは非常に極東といいます

かこのアジアの中にしかない話のような気がするのですけれども、フランスではいかがで

しょうか。小さいこどもを持っているお母さんは、なるべく自分の手で育てたいというよ

うな、つまり仕事をやめてもうちにいたいというような願望というのはないのでしょうか。

ルタブリエ フランスでは、世論全般としては女性が働くことをサポートしています。

それはフランスの事実です。フランスの女性、特に若い女性の教育レベルはとても高く、

男性よりも教育レベルが高いのです。女性は、自分たちは働くものとして、そういうふう

に自分を見ていますから、できればこどもも産んで、選ばなくてはいけないような状態に

置かれたくない。働きたい、そしてこどもも育てたいと思っています。ヨーロッパの価値

観の調査によりますと、一般に男女両方が協力をして収入を得て、両方でその家庭を経済

的に支えるべきだというふうに考えています。それはもちろん労働組合運動とか、女性開

放運動といった背景があります。労働組合は、昔から働く母親を支えてきました。特に1970

年以降、法律が働く母親をサポートする法律になってきて、歴史的に女性は働いています。

例えば右派の極右の少数派ですが、女性を家に縛りつけたいと、専業主婦をさせたいと

いうグループもいます。これは昔からあることで、いまでも左派と右派のあいだでそうい

う議論が依然としてされています。税制控除にしても、あるいは児童手当にしても、家に

残る女性に対しては優遇するべきだという考え方もあります。児童手当に関しては二重の

システムがあります。

勝又 最近デンマークはもう、共働きが当然という世界になっているということですの

で、聞くまでもないのかもしれないのですけれども、デンマークの女性は、自分の手で、

つまり仕事をやめても、小さいときはこどもを自分の手で育てたいというような、そうい

う感情というのはないのでしょうか。

クヌズセン これは言うまでもない質問ではないと思います。というのは、デンマーク

では、どうしても考え方が波のように変わったりします。ですから、出産休暇を長くして、

もっと長く家にいたいという考え方もあります。こどもが生まれてから１年間家にいて育

児をするという傾向がありますし、いまはそれを１年以上長くしたいという気持ちがあり

ます。

何十年も前には、出産休暇があまりにも短くて、保育所などへ生後数週間のときに預け

なければなりませんでした。それに対する反動として、いまは１年間みっちりと子育てを

する、それが当たり前になってきています。デイケアにしても、デイケアの新生児の利用

率はとても低いです。でも、１歳児になると急に高くなります。

それからもう１つの現象として、出産休暇、育児休業はどの地方自治体も必ずそれを用
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意しなければならない、１年間も育児休業があったので、都道府県は１歳になったら何か

提供しましょうということになります。その因果関係がありまして、地方自治体は１歳児

の保育所を用意してくれているけれども、ゼロ歳児がないということもあります。

父親に関しては、すべての父親が出産後２週間、休暇をとることができます。これはと

ても人気のあるシステムで、ほとんどの父親が２週間休んでいます。ただ、それ以上の休

暇はほとんどの父親はとっていません。

いま、依然として昔の母親というか、古い考え方というか、こどもと一緒に時間を過ご

すのはいいことだという考えはあります。現在傾向として、30代、40代で初めてこどもを

持った女性は、とても子育てを楽しんでいて、長時間こどもと過ごしている、でもその人

たちは学者だったり、ジャーナリストだったり、子育てはすばらしいと本を書いたり、す

ごく恵まれた職業の高齢出産者たちなのです。ですから、一般的ではありません。

勝又 ３歳児神話というのは、１つには女性の側に、３歳までは自分の手で育てたいと

いう気持ちがあるということなのですけれども、いまデンマークでのお話にあったように、

育児休業制度が非常に充実して、好きなだけ、自分が必要な期間、休みながらこどもと接

することができるというようなことが認められていれば、小さいときに自分で育てたい人

は、ちゃんと育児休業を十分にとって育児をすればいい。それはべつに女の人に限ったこ

とではないと思いますけれども。

そのことと関係がありますので、次の質問に移らせていただきます。

いまデンマークのお話にありましたが、男性にも育児休業をとらせる、とってもいいよ

というのは日本でももちろんそうなのですが、実際はほとんどの人がとっていない。とっ

ていないというと、いや、実際はとれないという話になる。ただ、いまはこういう育児休

業の話になると、先ほどの政策の話でも重要な鍵になっておりましたけれども、男性の家

庭責任、育児への参加ということが非常に重要になってきますので、そういう意味では北

欧諸国ではとらなければいけない、とらないとその部分はとる権利がなくなってしまう。

つまり女の人が育児休業をとる期間があって、そして男の人がとる期間があって、男の人

がとる期間は、もし男の人がとらなかったらばその家族は絶対にとれないというような形

になっている国もあるようですが、これについてはどういうふうに考えますか。

個人のご意見はあると思うのですけれども、例えばクヌズセンさん、男性に育児休業を

とらせるための促進策をもっと進めるべきだというような、２週間ではなくて、もう３週

間でもというような、そういう世論というのはデンマークにはあるのでしょうか。

クヌズセン デンマークでは、男女の平等の観点から、男性も家族の一員としてその役

割を担う、また、こどもと親しくなる、それも重要だと思われていす。デンマークではそ

ういう男性に対するの議論、討論がされています。

また、男性の育児休業が２週間しかありませんけども、いま提案されているのは、経済

的な代償でして、育児休業をとると給料の一定割合しか補償されず、そして男女を比べる

と男性のほうがやはり給料が高いので、男性が休業をとると家族として損をするというこ
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とが言われています。

したがって、どっちが休暇をとるべきかというときに、所得の少ないほうが休暇をとっ

てしまうという傾向があります。そこで、もっと平等にする制度がないかという議論が国

をあげてされたのですけれども、調査がされて、父親のほうが出産休暇をとったり、育児

休業を最初の１年以内にとった場合には、経済的に困窮するとか、あるいは経済的に問題

になるということはなく、ほとんどが教育のレベルが高い男性や、給料が高い男性である

ことは事実なのですけれども、とても前向きに家族に対して接していた。したがって、ど

の政策が一番いいのかというのは大変難しいと思います。ですから、問題は経済、お金の

問題だけではありません。

勝又 フランスはいかがでしょうか。フランスでは、お父さんたちが育児に非常に関心

があると思うのですが。

ルタブリエ フランスの世論では、父親が育児という責務を共有できるというのは非常

にいいことだと見られております。過去５年間、特に政治的な場において大きな議論の的

となっておりますが、あくまでもそれは理論上ということで、実際にそのような休業をす

る父親というのは数が少なかったわけです。

なぜかという理由として、やはり経済的な補填の額があまりにも少額であるということ

があって、しかも定額であるという仕組みによるからだからと思います。本当に低水準だ

ということで、これを活用するには至らないという形になっております。

前政権下において、若干この仕組みを変更しようということになりました。2002年１月

以降、父親に対しましては、出産後の父親休暇を活用するという促進策がとられておりま

す。この中身として、父親休暇は14日間、しかも有給となっており、この期間中において

はそれ以前の給与と同額を受け取ることができることとなっております。

この休暇が導入されてから４カ月たったところで評価をしたところ、新生児の父親のう

ち４割がこの制度を活用したというふうに聞いております。実際にどれぐらいの期間かと

いうことははっきりしておりませんが、何日間かを休暇という形でとったようで、かなり

普及しております。この措置は非常に好評を博しています。

カブレ スペインでは、育児休業といってもこれはあくまでも無給ということで、３年

間の期間、これは選択肢の一つとしてみています。ほかの親族についても同様です。例え

ば疾病で介護を必要としているような親がいた場合、これも無給で認めるということにな

っておりますが、あまり頻繁に活用されておりません。

出産休暇16週のうち最初の６週は女性がとらなければならない、残りの10週に関しては、

父親でも母親でも構わないということになっております。給与はいくらであったとしても、

男性の場合、10週とった場合でも 100％補充される形になっております。

ただ、問題点は、雇用者の側が簡単に男性が父親休暇をとるということを認めていない

ということ、かなり雇用者の側からの反対があるようです。一部の産業分野においては、

男性がそれぞれ、母親とは別に父親休暇をとることを認めるべきだとしております。これ



－55－

は期間を延長するということ、両親に認めるということを言っているわけです。なぜかと

いうと、どっちが休暇をとるかということに関しての対立があって、特に教鞭をとってい

る教師などに関してはそうです。

父親の場合は、休暇をとることによって、例えば本を書くとかあるいは何かほかの仕事

をするということをするわけです。その一方で母親は、授乳をしたり家事をしなければい

けないということで不満を訴えております。結局、家事については男性は休暇をとっても

手伝わないというわけです。

これも、それぞれ男女独自の休暇制度にすれば解決できると思います。重大な問題では

ないかもしれませんが、こういった場合でも、男女の休暇の使い方についての考え方が、

違うということを示していると思います。

勝又 次の質問についてアメリカについて聞きたいと思います。

９番目の質問で、これは非常に大きな問題なのですが、日本では「待機児童ゼロ作戦」

ということで、保育所に入れないこどもたちにどういうふうに保育サービスを提供するか

が大きな問題になっています。では、公立の保育所をふやすかといいますと、さまざまな

財政的な問題等がありまして、公立の保育所はふやせない。そうすると、民間に委託した

り、市場メカニズムの中で保育サービスを提供すべきではないかという議論があるわけで

す。先ほどブラウ先生からお話がありましたが、12カ月未満、ゼロ歳児でも50％近くの女

性の方が働いているというアメリカにおいては、どのように保育サービスが供給されてい

て、どのように利用されているのかを教えていただきたい。

ブラウ 何点か申し上げたい点がありますが、できるだけ手短に説明をさせていただき

ます。

まず、ゴリーニさんの基調講演の中の冗談で、エコノミストの話に対して答えたいと思

います。ルーズベルトではなくてトルーマン大統領だったのですけれども、要するに、公

的あるいは民間によるサービスの不足というのが問題であって、育児手当、児童手当、あ

るいはほかの公的支援ということで財政支出を行おうとすると、では財源はどこなのだ、

だれがこれを負担するのだということになる。結局これは、どこかほかのところからお金

を持ってこなければいけないのではないかというような話になるわけです。

そういうことを考えてみますと、私は片方の選択肢しかないというのはよくないと思う

のです。エコノミストは、どっちかということで選択をするのではなく、両面からのアプ

ローチが必要だということで、長所短所両方を見るべきだと思います。

非常に複雑な話を単純化しますと、アメリカの場合は、明示的、非明示的な決定として、

大量の託児施設を設けました。マーケットメカニズムに基づいて託児施設が供給され、家

族によってその負担をしているわけですが、実際には、質の高いものということになると

負担ができないという問題があります。

ですから、これもトレードオフの関係があって、日本の育児制度を見てみますと、日本

は別の方向に向かっているようです。かなりの公的な助成金を支給しているようですが、
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非常に質は高いけれども、その一方において数は不足していると理解しております。要す

るに、十分な形での入所率が確保できていない。すべての児童をカバーができるという形

には至っておりません。

そういった中で、どっちが正しいどっちが間違っているというような育児政策はないと

思います。アメリカの制度が日本ではうまくいくだろうということも主張しませんが、日

本の制度がアメリカで有効だということを主張するつもりもありません。

とは言いましても一般的な原則がいくつかあって、これを適用することによって、例え

ばある一定の育児政策が合理的かどうかという判断は可能だと思います。その際には、不

足している、数が足りないという問題と、それから、基本的な道徳論として、こういった

資源に関しては、特に公的な資源については、これは平等な形で分配すべきだという、そ

ういう議論が成り立つと思うのです。

これを指摘しますと、例えば育児に対する助成をする際に母親が働いているほうを優遇

するかどうかという疑問が出てきます。これも平等論の関係がありますし、あるいはこど

もの数が多いほうが優遇されるべきかどうかという点もあります。これも、出生促進政策

ということで考えられます。高所得者層を優遇すべきかどうかという問題点もあります。

こういった疑問点に対する答えも重要だと思いますし、特に育児政策との関係において、

このようなことも検討すべきではないでしょうか。

私が見たところでは、直接的な形で公的な育児制度を提供するということには問題はな

いと思います。日本のようにそれだけのコスト負担が可能であって、そして資源が効率的

に活用できないというリスクに対する用意があれば、結局これは、市場メカニズムに委ね

るのではなくて、公的な形での判断ということになるわけですから。

１つのリスクというのは、恣意的な形で、あるいは不平等な形で育児というのが分担さ

れるという点です。質の高い育児サービスかもしれないけれども、全員をカバーできない

という問題、しかも限られた入所率しか確保できないということになりますと、これはか

なり恣意的な形での分配ということになります。ですから、最も必要としているような家

族、あるいは経済的に一番負担できないような人たちが実際のところ入所できないという

ことになってしまうかもしれません。ですから、公的な仕組みにした場合、これが１つ大

きなリスクではないかと思います。

日本の場合に、市場メカニズムに委ねたほうがいいということを言うつもりではないの

ですが、検討には値すると思います。

勝又 最後の質問、これは先ほど阿藤所長からもパラドックスというようなお話があっ

たのですけれども、比較的出生率の高い国にアメリカというのは属しているわけなのです

けれども、それほどいろいろな政策はないというふうに言われながらも、いまの話を伺っ

ていますと、税制優遇措置もあるし、さまざまな形で私的領域での十分なチャイルド・ケ

ア、保育のサービスがあり、そういう意味では、政策としてではなくても実際にそこにい

ろいろな機会はあるのだと思うのですけれども、低出生率で一生懸命に家族政策を考えよ
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うとしている国々から見ますと、どうしてだろうと、なんにもやらないほうがかえって皆

さんしっかり働いて、それぞれサービスを自分で探して、そして自主的に家族を形成して

いくのではないかというような、ちょっと不思議だなという気持ちを持ってしまうのです

が、これはアメリカに限ったことではなくて、英語圏ということでいくつかの国を阿藤所

長の図でもお示しいただいたのですけれども、これについてブラウ先生はどういうふうに

お考えになりますか。

ブラウ とてもいい質問です。本当の意味で、例えば保育関係の政策と出生率のあいだ

に相関性があるという、そういう議論、全く私は納得はしていません。もちろんいろいろ

な考え方や、いろいろなアイディアはあるのですけれども、きちんとした立証できるよう

なデータはありませんし、憶測にすぎません。

ただ、アメリカにおける政策について言えることがあるとするならば、１つ、我が国の

場合には、明示的な形での出生促進、あるいは出生抑制、いずれの政策も持っていないと

いうことです。もちろんこどものいる家庭向けのいろいろな政策というのはある。措置は

ある。そのことによって、世帯においてこどもを育てやすくしているという側面があって、

その結果出生が促進される部分はあるかもしれませんが、これらの助成金の価値というの

は、ヨーロッパの多くの国々ほどではありません。ですから、そういうような助成金、補

助金を出しているからといって出生促進的であるということは全然言えないと思います。

また、低所得層のシングルマザー、これを社会福祉手当から、できるだけ労働市場のほう

に進出、促進させようとしていますけれども、もちろんこれは、出生抑制政策にはなって

いません。なぜかというと、未婚の女性が母親になる率というのが、引き続きアメリカで

は非常に高いということから見ても、そういう政策になっていないことは明らかです。現

在のブッシュ政権は、婚姻を奨励しています。これに関していろいろ議論はあるのですけ

れども、ほとんどの社会科学者及び人口学者がこの考えについて検討した結果、婚姻を、

つまり結婚を奨励するというのはいいかもしれない、若干のメリットがあるかもしれない

し、あまりコストはかからないかもしれない。そういう意味で問題はないということだけ

れども、これは出生を促進する方向にも、抑制する方向にも特に働かないだろうというふ

うに言っています。

勝又 短くお願いしたいのですが、まずは出生率の高い国、ある程度上昇した国として、

デンマーク、そしてフランスに、いまの出生率が、一番何が影響して向上したのかという

ふうにお考えになるのかということを聞いて、そして、日本と同様に低出生率で、いろい

ろなことで悩みの多いスペインのアナ・カブレさんには、何がスペインにおいてこれほど

までに低出生率にしてしまったのかという、個人的なお考えで結構ですので、これをとい

うものがあればお聞かせいただきたいと思います。

では、まずルタブリエさんから、フランスの出生率を向上させてきた大きな理由といい

ますか、それは何だというふうにお考えになりますか。

ルタブリエ そのご質問に対して、私が正確な答えを出せる自信がないのですけれども、
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まず世論の中で、家族政策の役割の大きさということが認識されました。そのことによっ

て出生率が上がったと認識されています。

これは、家族政策の目的自体がそうだったというだけではなくて、家族政策の給付がど

のように配分されたのか、また、社会的不平等に対抗する対策としての家族政策という側

面が認識されていると言ったほうがいいかもしれません。

そこそこフランスの出生率がよくなった原因なのですけれども、背景にもう１つ、経済

的な要因ということがあると思います。フランスが90年代後半に経済的に回復をしたとい

う状況、これが見逃せません。失業率がこの段階でだんだんと下がってきたということが

あります。ですからその意味で、それまで出産、子育てを先延ばしにしてきた夫婦が、こ

こへ来てこどもを持ち始めているということはあると思います。

ですから、景気ということと、それから労働市場の状況というのがとても重要な役割を

果たしたのではないかと思います。そのことも配慮に入れて考えなければならないと思い

ます。それと家族政策、両方を見ていかなければなりません。

特に女性にとって、また親に対して、こどもを産みやすい環境をつくっていくという、

そういう努力があったということもそうなのですが、それに加えて、家族政策だけではな

くて、失業対策であるとか、労働市場政策といったほかの政策も、労働時間短縮化という

方向に動いた、つまりこれはすべての労働者を対象としているわけですが、そういったこ

とがもしかしたら影響があった、つまり出生率という意味で影響があった可能性があると

思います。親が、家庭生活に、そしてまたこどもにかける時間をより多く持つことができ

るようになったという意味で、そういうことが言えると思います。

その時間短縮の問題ですけれども、これが両親の65％に影響を与えている。つまり、男

性も女性も65％が、労働時間の短縮によって家庭生活が向上、改善したと答えているとい

うそういう調査があります。政策的な対応で、家族にとって、そしてこどもにとって、つ

まり促進的な政策、これが「家族にやさしい政策」とひとくくりで呼ばれていますが、そ

の効果もあったのではないかと思います。

クヌズセン 細かく話してしまうと、長時間議論しなければならなくなってしまいます

ので、大まかなお答えにさせていただきたいと思います。

デンマークにおいて、家族政策の効果があったかどうか、家族政策の概念を、フランス

の方がおっしゃったとおり、日常生活がどうだったのか、労働市場政策がどうだったのか、

学校の状況はどうだったのか、医療保険の分野の役割はどうだったのかということも含め

て、広げて考えるならば、あるいはスペインの方がおっしゃったとおり、例えば住宅とい

うような政策まで入れるのならば、答えはイエスと言えると思います。

というのも、デンマークでは、政策がいろいろな省庁に分割されていまして、家族省と

いうようなところがないということから、家族政策と呼ばれるような、そういう名前がつ

いた政策はありません。労働省があり、保健省あり、いろいろな政策が合わさって、全部

が家族政策と言えるのであれば、そしてそういうものがいろいろ相まって家庭生活への影
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響があったというふうに考えるのであれば、答えはイエスだということだと思います。

それに加えて、デンマークの場合には、仕事と家庭の両立という意味でもいい環境がで

きたのかもしれないと思っています。

勝又 アナ・カブレさん、日本とスペインは、低出生率に非常に悩んでいるわけですけ

れども、スペインがいまこういう低出生率になったということ、その理由、いろいろなも

のがあると思いますけれども、ご自分の中では何が重要だと思われますか。

カブレ まず一番に、私は、私たちが使っている出生力の指標、期間指標、特定の時期

に何が起きたかということについて考えたとしても、コーホート出生率が1.5以下になる

ということは考えなかった人口学者の１人です。しかし、最近になって、合計特殊出生率

で1.15というような数字が出てきて、その結果、最終的にコーホート出生率がどうなるか

ということに関してかなり誇張された意見が言われるようになったと思います。

70年代においては、スペインの基準から言ってもとても若くして結婚する人が多かった。

そして、短い期間にたくさんこどもを産む人が多かった。その結果、70年代の終わりにお

いては、30歳にもならない女性が、２人も３人ももうすでに産んでいて、そのあとこども

を産むのをやめてしまったことがあります。35歳以上の人たちというのは、若いときにも

うこどもを産んでいたので、もう産まない。そして、そのころ結婚し始めた人たちという

のは、こどもを産むのを先延ばしにしていたということで、調査のタイミングもあると思

います。

先ほどのお話、例えば学校に行く期間が延びた、大学教育が男性にも女性にも広がった。

それから、80年代、90年代末まで、雇用率が非常に高かった。その後、悪い状況があって、

そのあとＥＵに加入をして状況が変わった。若い人のあいだでお互いの競争が非常に厳し

かったという時期もあったし、そうした中で、1979年以降、状況が大きく変わったわけで

す。

労働市場に参入をし始めたころに、臨時雇用というのが正社員になって、したがってこ

こ５年ぐらいは、正社員になる、つまりフルタイムの人が多くなって、自分の家を買うと

いう人たちがふえてきた。

97年以降、つまり最近の５年ぐらいですが、金利が非常に大きく下がって、住宅の取得

というのがずっとしやすくなったという状況もありますし、ここ５年、２つのことが出て

きました。

まず１つ、労働人口が非常にふえました。15年間にわたって1,200万という社会福祉対

象が、わずか５年のあいだに1,600万になった。失業率が大きく下がって、雇用率が上が

って、利下げで住宅の価格がずっと下がって、ということで、そこでたくさん新しい家族

が生まれました。

長いあいだにいろいろな要因があって、出生率が非常に上下したわけです。若い人たち

が取り巻かれている状況というのが大きく変わった。29、30歳というところまで親と同居

しなければならないという状況があって、こどもを持ちたくなかったわけではないけれど
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も、持つことができなかった人、この状況が若干ここへ来て変わりました。その影響とい

うのはもう少し待たないと出てこないと思います。

勝又 それでは、これで第１部を終わらせていただきます。休憩をとりまして、第２部

は午前中の基調講演者の方にも壇上に上がっていただきまして、全体の討論、まずはフロ

アからの質問をいただいておりますので、それから始めたいと思います。
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パート２
勝又 パネルディスカッションの第２部では、午前中に基調講演をいただきましたゴリ

ーニ先生とネイヤー先生、お二人にも加わっていただきます。

まずは午前中の基調講演者に対してフロアの皆様からいただきました質問を、いくつか

にまとめさせていただきました。さまざまいろいろなものがございましたが、それを私ど

ものほうでまとめさせていただきましたので、内容として入っているというご理解をいた

だきますようにお願いいたします。

では、午前中の基調講演者でございますゴリーニ先生に対するフロアからのご質問は、

イタリア女性の仕事と家庭にまつわる実情をもう少し詳しく知りたいというご質問でござ

いました。

女性の仕事と家庭にまつわる実情と言っても広いと思いますけれども、例えば大学進学

率や女性の労働力率の状況とか、それから、実際のところ出産しても仕事は続けやすい状

況にあるのかとか、そういうことでございますけれども、いかがでございましょうか。

ゴリーニ 非常に興味深いご質問をいただきました。

近年といいますか、ここ10年、20年のうちにイタリアにおいては女性の社会進出がめざ

ましく進んでおります。そして、高等学校並びに大学の進学率も非常に進み、大方の女性

は、いずれかのところまでは進学をしております。そういったことから、男性よりも女性

のほうが高学歴化が進んでいます。実際、大学の学位を有しているのは女性のほうが、男

性よりも比率的に多くなっています。

さらに、定性的な指標を見てみますと、平均して女性のほうが男性よりも高いランクと

なっており、どのような学部であったとしても、このような形で非常に変わっているわけ

です。それから、過去15年間のあいだに女性の労働進出ということでは、フルタイムの仕

事ということで見ますと、男性の場合、女性の場合ということで、そのまま直接比較はで

きませんが、男性対女性ということでは、新規の職ということでは11対１となっておりま

すので、これもめざましい改善かと思います。

もちろんイタリア女性の状況を、北欧諸国の女性と比較をしますと遅れが見られます。

とはいいましても、状況は急速に改善しています。それから、質問の後半のところですが、

イタリア女性は出産をして仕事を続けるというのは非常に厳しい状況にあります。という

のは、女性でも男性でも、パートタイムの職があまりなく、むしろフルタイムの仕事とな

っており、フルタイムの仕事の場合は、仕事と家庭の両立が困難となっています。

また、ゼロから３歳児向けの保育施設もあまり整っていません。数も少なく、しかも非

常に料金が高くなっています。ですから、実際の支援は女性側の母親からということにな

るわけで、基本的に祖母が果たす役割が大きいということになります。ただ、祖母は、こ

どもが一人っ子だったら助けられるけど、そこでやめてほしい。でないと、２番目、３番

目のこどもではとても手に負えないということを言うわけです。

特に雇用者もイタリアの女性に対して、出産をしたといった場合に、必ずしもフレンド
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リーではないということでの困難さもあります。

それから、もう１点つけ加えたいと思いますが、社会的な汚名を着せられるという問題

があります。イタリアの女性の場合は、こどもが３人、４人ということになりますと、贅

沢だというふうに見られがちで、社会的な汚名を着せられるということになります。こう

いうこともあって、多産というわけにはいきません。

勝又 それでは、ネイヤーさんに質問がございます。これはいろいろな質問の総合なの

ですけれども、ヨーロッパでは、さまざまな国がありますけれども、育児休業を取得しに

くい雰囲気というのはないのでしょうか。

日本では、女性に育児休業制度は法律で認められているし、制度としてはあるのだけれ

ども、なかなか取得しにくいという状況があるということを前提に、この質問はされてい

ます。

前の質問に関連して、育児休業を長くとると、例えば１年、２年、３年のように、３年

まであるところがありますけれども、長期間とると、職業能力が低下して、キャリア的に

はマイナスになると考える場合もあるのではないかという質問です。いかがでしょうか。

ネイヤー いろいろな答えがあって、最初の質問、育児休暇という制度があるにもかか

わらず、これを活用することが困難かどうかということに関してですが、ヨーロッパにお

いては、父親のほうが、休業といっても雇用主と交渉しなければならないということでよ

り困難です。一般論ということで言えば、特に福祉国家ということで、社会的な市民権、

１つの権利として付与されているわけで、そういった意味で休業は困難ではありません。

ただ、イギリス、オランダの場合には、契約ベースになっており、雇用主と交渉しなけれ

ばいけない。雇用主としては育児休業を雇用計画の一環としてとらえられています。こう

いった場合では、権利付与という形になっておりませんので、むしろ権力闘争の中に巻き

込まれて、その中の交渉で決まっていくということになります。

男性への取り組みというのは、ヨーロッパの諸国においてばらつきがあって、いま細か

い数字を出すことができませんが、スウェーデン、オーストリアの場合はこの研究をした

ことがあるので、申し上げることができます。オーストリアの場合は、女性の95～97％が、

実際に育児休暇をとっております。スウェーデンでも大体同率ですが、スウェーデンの場

合は計算が困難となっています。統計データとして、特にこれは育児休暇の権利を付与さ

れているような人だけということで、これは雇用者とのあいだの交渉をしなければならな

いからです。しかし調査結果からも高率であるということがわかっています。ですから、

相当この活用率は高いわけですが、他国においては低いわけで、これはどういうような権

利が付与されているかによりけりという形になっています。

それから、もう１つの質問。各国間、どういうふうになっているのかということですが、

育児休暇ということでは、実際にその休暇期間中には解雇できない、一般にはそのあと、

直後でも解雇できないということになっています。これは労働者保護という形になってい

るわけですけれども、実際に契約期間が延長されていればという条件つきとなっておりま
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す。オーストリアの場合は、女性のうちの10～15％が、この保育期間が切れたあと解雇さ

れるという率になっています。

それからもう１つ、雇用主に対しまして、２年間休業した場合に、少なくとも１年間、

再訓練の補助を与える。要するに社会保障負担ということで、国家が３分の１を負担する

ということになっております。導入されて７年ですが、これを申請した企業の数は1,500

社となっております。ということは、女性が復帰しなかった、あるいは雇用主側において、

このような形の再訓練を不要であるとらえたようです。男性で実際に活用した人はほとん

どいないので、これはもう無視できるのではないかと思われます。

長期の休暇ということに関して、特に３年間も休業すると、これはキャリアに対してマ

イナスの影響が及びます。実際に２年間の休業のあとは復帰しない、１年間のほうが復帰

をする確立が高いわけですが、特に非常に技術的な専門職についている、訓練を受けたよ

うな人の場合には、なかなかその技能をその期間、維持することは困難で、再訓練が必要

ということになります。そういったことから、社会復帰ができるような柔軟性が必要なわ

けで、休暇の期間を延長し、そしてまた戻ってきて社会復帰ができるということが重要視

されています。

さらに重要な点ということで、この休業の期間に照らし合わせてどれだけの所得損失が

あるかということを検討しました。だれが休暇だけをとるのか、だれがこの損失部分をま

た稼ぐことができるのかということを見ますと、最も所得レベルが高い人たちそれぞれが

専門分野においてということで、必ずしも全女性の中での高所得者ということではありま

せん。ですからこれは、どういった職についているかによりけりということになります。

また、この休業前に安定的な就職をした人ということになります。ですから、高学歴であ

るということと、それから同賃金であるということ、これは非常に重要視されています。

勝又 ほかにもいろいろな質問があったのですけれども、先ほどの第１部のパネルディ

スカッションの中でいくつか既にお答えいただいているものもあります。例えばご紹介い

たしますと、フランスの出生率は、直近で急上昇しているが、女性就労の促進以外に何が

要因だったのか、何が要因があったのではないかというようなご質問がありまして、先ほ

どルタブリエさんのほうから、フランスの出生率、非常に最近よくなったということにつ

いては、女性の就労促進以外に、例えばフランスの経済状況自体が非常によくなったとい

うような、社会全体の経済状況の向上があるというようなお話がありましたけれども、女

性の就労促進以外に一番最近のフランスの出生率の上昇に与えた影響は何でしょうか。

ルタブリエ とても難しい質問です。何がと言われても、１つの要因はないわけでして、

あえて言えばいろいろな要因が組み合わさってセットになって、いま勝又さんがおっしゃ

ったとおりの経済状況、それから仕事と家庭のバランスをとろうという国の奨励策、それ

からこどもにかかる直接費、間接費が削減されたこと。

もう１つ言いますと、労働時間の短縮。家族と家庭と仕事のバランスをとるには労働時

間の短縮というのは非常に重要だと思います。いま討論されているところは、労働時間の
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短縮だけではなく、企業文化そのものを変えようという、つまり長時間働いて残業して、

特に男性に長時間働かせて残業させてという、そういう企業文化そのものを変えようとい

う傾向があると思います。父親がもっとこどもと時間が過ごせるようにしようという傾向

があります。

勝又 全体をカバーする中で、１つ非常におもしろい質問がございまして、これを質問

の最後にさせていただきたいのですけれども、こどもを持つことに対する価値観が、どの

ようにそれぞれの国で変わってきたのかというご質問があります。このご質問をされた方

の意図は、日本においてこどもを持つ喜びとか、家族というものへの考え方の変化があっ

て、出生率の低下がもたらされているのではないかというふうにその方は考えていらっし

ゃって、例えば子育ての楽しみを知らしめるようなキャンペーンをしないと、こどもを持

つことの喜びを日本人は失ってしまっていて、出生率が低下しているのではないかとお考

えになっているというのです。

それぞれの国でさまざまな出生率の変化とか、社会経済的な変化がございますけれども、

こどもを持つことに対する価値観というのはどのように変わってきたのか、変わってこな

かったのか、ずっとある１つの価値観を持ち続けているのか。非常に大きな質問で、答え

にくいとも、答えやすいとも思いますけれども、非常に短く、それぞれの方から伺いたい

と思います。

それではクヌズセン先生から、いかがでしょうか。

クヌズセン デンマークでは、若い人、若い世代は、家族に大変な価値をおいています。

ですから、若い人は家族が欲しくないと言っているわけではありません。ただ、こどもを

産むのを少し延ばそう、出産を延ばし、先送りしようという現象だと思います。

それからもう１つは、同棲というのが今は定着していますから、落ち着いてこどもを産

む前に、本当に相手と合うのかどうか、その人と一生暮らしたいのかと、そういうことを

試す時間が与えられます。

こどもが欲しくないという人は、こどもに価値を置いていないというわけではありませ

んけれども、今こどもと家族についてどういうことが議論になっているかといいますと、

こういうことわざがあります。「こどもは１人ではやっていけない、こどもは１人ぼっち

にしてはいけない」。つまり、兄弟がいたほうがいいのではないかとか、そういうことが

議論されています。こどもが４人いて幸せな家族のキャンペーンとか、そういうものはし

ていませんけれども、価値観は変わっていません。

ルタブリエ フランスも同じです。家族、ファミリーに対して考え方がそんなに変わっ

ていないと思います。もちろんいろいろな家族形態は受け入れられるようになりましたけ

れども、こどもに対しては、こどもはとても愛されて歓迎される、それは変わっていませ

ん。出生率が高い国、そしてこどものための政策が特にされていない、つまりこどもを奨

励する政策がない国ほど出生率が高いのはおもしろいことだと思います。それだけこども

に価値を置いているのではないでしょうか。
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カブレ 日本の状況はわかりませんけれども、日本に似ているのではないかと思います。

こどもを持つことの喜び、それは全く失われていません。逆に、こどもを持つことの喜び

はもしかしたらますます高まっていると思います。

昔は、こどもを持つことがそんなに喜びだったとは思えません。私が生まれたときには

母は、ああ、また女の子か、残念だ、次は男の子が欲しいと思ったようです。だから、決

して喜んだとは思えません。母は仕事が大好きだったのに、仕事をやめなければならなか

った。私を育てるために自分の仕事を犠牲にした。もちろん私は愛されて育ちました。で

も、そんなにうれしくてしょうがなかったとは思えないのです。

ですから、いまのこどものほうがもっと望まれて、愛されているのではないでしょうか。

昔は、こどもを持つということは、喜びとしてこどもを持つのではなく、自分はこどもを

持たない、つまり母親にならなければ価値がないと社会がみなしたので、こどもがいなけ

れば女性として認められない、女じゃない、人間でないと、そういうふうに思われる時代

でしたから。いまはそういうことがありませんので、こどもがいなくてもそれほど社会で

疎外されることはありませんけれども、ただ逆にこどもを持つことに大変価値が置かれて

いて、いまは人工受精とかいろいろな方法でこどもをつくろうとする人たちがいます。

ブラウ 家族の価値観が、アメリカでは依然として高いと思います。子育ての喜びを教

えるような、そういうキャンペーンはないにせよ、低出生率の原因というのは、アメリカ

だけではなく、ほかに原因があると思われます。それは多分、こどもが欲しくないとか、

こどもが愛されていないからではなく、子育ての機会費用、そして実際のコスト、特に女

性の場合には自分のキャリアをずっと続けたいという、そういうところに原因があるので

はないでしょうか。

ゴリーニ イタリアでは、私の意見では、ちょっと分裂していると思います。というの

は、調査を行って若い人に聞いてみますと、結婚したい、これはとても大切な制度である

と。どんな制度に依存していますかというと、「結婚と家族」という制度です。つまりイ

タリアでは、結婚と家族、家庭というのは第１位にランクづけされています。

ただ、一方ではもう１つの極端な考え方かもしれませんけれども、多くの女性はこども

がいないほうが自由だ、あるいはこどもはせいぜい１人でいい、そういう女性もいると思

います。

あまり先のことを考えたくないような、享楽的な社会、そういう社会では、こどもが欲

しくないと思うのかもしれません。例えばある夫婦の話ですけれども、ゴリーニ先生がラ

ジオで講演をしているのを聞いて、いまイタリアの世界はどんどん高齢化していて、私た

ちはこどもをつくらなくてはいけないよと、そういうふうに話しているカップルがいるの

ではないかという、そういう冗談があるほどですけれども、冗談はさておき、そういう傾

向が強いとは思いません。

そんなことはあり得ないと思いますので、これからはもっともっとこどもの価値、こど

もの重要性、それをこどものコストとともに論じるべきだと思います。こどもの価値につ
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いてもっと話すべきだと思います。

勝又 ネイヤーさんは、ご自分のオーストリアのことも含めて、ご研究の中からヨーロ

ッパ全体について、こどもを持つことに対する価値観というのは変わってきたというふう

に思われますか。

ネイヤー 大変難しいものです。そういう価値観の調査は残念ながらしていません。た

だ、ドイツ、オーストリアの予測によりますと、これからますますこどもを産まない女性

がふえてくる、そうすると、両極化、つまり、こどもを持つ女性とこどもを持たない女性、

２つのグループが出てくるのだろうということを考えます。

ただ、ドイツ、オーストリアでは伝統的に家族というのは大変重要ですが、家族はなん

なのかと厳密に定義されていないので、とてもロマンチックな考え方、家族はいいことだ

という、非常に漠然とした考え方しかないのではないかと思います。

ドイツ、オーストリアの政府は、いずれもキャンペーンを展開しています。「ファミリ

ー・ジャーマニー」というのがあって、それは成功していません。オーストリアでは２つ、

「アワ・ファミリー」というキャンペーンと、「私たちは小さなこどもがいても日夜働いて

います」というそういうキャンペーンを展開しましたが、ただ、それに対する反対のキャ

ンペーンが出て、女性たちが、私たちだって働いている、こどもがいなくたって一生懸命

に働いているという、そういうキャンペーンが出てきて、そのキャンペーンは数日間で消

えてしまったと聞いています。

もう１つ申し上げたいのですが、もしかしたら女性運動のほうから大きな変化が出てき

たのかもしれません。60年代の後半から80年代まで、ドイツ語圏では女性運動が、政治的、

経済的な権利だけではなく、平等ということを強調してまいりました。女性の運動や政府

に対する覚書では、もっと出産休暇を、もっと育児休暇を、そして労働条件をもっと改善

し、両親がともに仕事と家庭のバランスとることができるように、また、現在非嫡子児で

あっても、シングルマザーであっても、ちゃんと権利を主張するという、そういうキャン

ペーンが展開されています。

勝又 さまざまなご質問があろうかと思いますけれども、時間の関係がありまして、午

前中にいただいた質問につきましてはこれで締めさせていただきます。また、パネルディ

スカッションの第１部で随分いろいろなことについてお答えいただいているものもござい

ますので、それでご了承いただければと思います。

お話の中に何回か出てまいりましたが、私どもはこのセミナーを開催する前に、実は２

日間にわたる研究者だけのワークショップ、研究会を開いておりました。そこにさまざま

の国からご参加いただきまして、先ほど阿藤所長からご紹介がありましたように、さまざ

まな地域、英語圏とかフランス語圏とか、そういう言葉で分けた地域で、さまざまな研究

をしたことをご発表していただきました。

今回、パネリストにはご参加いただかなかったのですけれども、英語圏の方たち、先ほ

どパラドックスというお話がありましたけれども、アメリカにしろニュージーランドにし
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ろカナダにしろ、英語をしゃべる地域が、比較的出生率が高いということで、ブラウ先生

からもお話があったわけですが、そのことについて、ワークショップで英語圏のことにつ

いて発表されましたニュージランドのプール先生から、短いご説明をいただくことになっ

ておりますので、プール先生にお願いしたいと思います。

プール どうもありがとうございます。手短に申し上げたいと思います。

英語圏諸国に関して、忘れてはならないのは、ヨーロッパの国以外が多いということで

す。ヨーロッパ圏内には２カ国しかありません。そして、アメリカで起きることというの

は、もちろん英語圏諸国に一番大きな影響を与える、なんと言っても国の大きさが大きい

からです。それもお話ししておきたいと思います。

ブラウ先生がおっしゃったとおり、現在の出生率の変化というのは、政策とはほとんど

関係ないし、マクロ経済の動向でさえあまり影響を与えていないと思います。北米、オー

ストラリア、ニュージーランドにおいては、出生率が大きく変動してきました。かつてか

らそうです。まず、大不況があって、ベビーブームというのはヨーロッパよりもずっと強

烈でしたし、期間もヨーロッパのいくつかの国よりもずっと長く続きました。そして、そ

の中でも変動がかなり激しかったわけです。

そして、70年代後半から80年代に、今度はベビーバストと呼ばれる少子化というのがあ

りました。ヨーロッパほどは下がりませんけれども、劇的に、ベビーブーム期と比べると

出生率が下がったわけです。そのあと、80年代・90年代、アメリカとニュージーランド、

そしてオーストラリア、カナダがそれに続く形で、「ベビーブームに対するこだま」、いわ

ゆる、「エコー」というふうにアメリカ人たちが呼んだ出生率の回復があったわけです。

ということは、スペインのカブレさんがおっしゃったとおり、彼女が言っていたメカニ

ズムがそのまま、政策と全然関係ない、経済学とも関係ない、むしろ人口学のタイミング

ということによって起きてきたということが大きいと思います。

２つのことがあります。まず、ベビーバストで何が起きたかといいますと、こどもを産

む若い人が出産を先延ばしするという状況になったこと。そして、先延ばししてきた人が、

87年・88年、98年・99年というようなときに、産むようになったということです。ですか

ら、出産先延ばしがそこで一気に終わった。

もう１つ、ベビーブームの世代の人たちが、この先延ばしを起こすような、そういう年

齢層に達していたということです。そういう意味で、人口学的に、たくさんの人たちが急

激に先延ばしをするというような現象と一致してしまった。その結果、最近の異常な変動

というのが出てきたのだと考えられます。

そこで、その総合的なの効果としては、英語圏諸国においては、出生世代のサイズが大

きく変わるようになりました。低出生率ということを議論するときには、高齢化だけでは

なくて人口構造の変化ということで、これは政策のあらゆる側面においてとても重要です。

我々は、そういう意味で手本にはなりません。

逆にフランスですが、最近の上昇と言いましてもごくわずかですけれども、出生率は我
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0の観点から言うと安定しているわけです。しかも、年齢構造が非常に安定化している。

この点がとても重要だと思います。つまり、フランスの計画のほうが、オーストラリアや

ニュージーランドよりもずっと容易だと、安定しているから計画しやすいということです。

勝又 本日は午前中から午後にかけての長時間にわたりまして、「こども、家族、社

会－少子社会の政策選択－」ということで、基調講演とパネルディスカッションを行って

きたわけでございますが、さまざまな方から教えていただいましたこと、それからここで

いろいろ考えましたことを一言でまとめるのはとても無理でございますけれども、実際の

ところ「少子化」というキーワードの中にいろいろな問題を考えなくてはいけないという

ことを教えられたという気がいたします。

また、これをやったならば、あれをやったならば出生率が上がるというような、そうい

う１つの処方箋というのはなくて、また、少子化ということを直接的に政策の中でうたっ

てきたから、いまの安定した出生率があるというようなことでもない。特に政策的には労

働政策、そして家族政策の中でさまざまな形で行われてきたことが、結果として出生率に

あらわれているというような国々の実情を聞いたと思います。

日本として、さまざまな議論の中で、これから低出生率のこと、低出生率の国々のこと、

それから高出生率の国のことも含めて考えた上で、我々がとっていくべき道を模索してい

かなければならない。また、やはり今日いろいろ話を聞いておりますと、政策的には、こ

どもに対する政策についても、家族に対する政策についても、まだまだ日本は何もやって

いないというような、私の個人的な印象でございます。それは、金額的にもそうだし、さ

まざまな意味で、政策の選択というものを広げた中で議論がされていないと、そういう感

想を私は個人的に持っております。

それでは、きょういろいろ教えていただいたことを、また今後の研究、そして今後の政

策に反映していきますように、私どももいろいろな研究の中でこれを生かしていきたいと

思います。

また、フロアの皆様からご質問を受けることができませんでしたけれども、きょう基調

講演者がお使いになったＯＨＰとパワーポイントの資料について、私ども国立社会保障人

口問題研究所のホームページを通じまして、皆様に提供していきたいと思いますので、ご

活用いただければと思います。

それでは、きょうは長時間にわたりまして、第７回厚生政策セミナー、聴講いただきま

してありがとうございました。また、遠くからおいでいただきました基調講演者、パネリ

ストの先生方に、どうぞ拍手をもって感謝の意を表したいと思います。＜ 拍 手 ＞
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